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７ 抄録・概要

７．１ 彩の国環境大学抄録

環境人材の育成をめざして
－気候変動の水環境影響と適応策への対応－

埼玉県環境科学国際センター 総長 須藤隆一

１ はじめに

2008年から京都議定書第１約束期間に入り、2012年ま

での５年間で基準年(1990年)比で温室効果ガスを6％削

減の義務が課せられていることは周知のとおりである。し

かしながら、2009年７月に環境省から発表された温室効果

ガスのわが国の排出量は9.0％上回っている。議定書約

束分の達成には2008年～2012年間の５年間で毎年15％

の削減が必要である。2007年の温室効果ガスの総排出量

は13億7,400万トンで、前年比2.4％増加している。京都議

定書削減分の6％のうち3.8％が森林吸収源対策、1.6％

が京都メカニズムでの確保が認められているので、実質

上削減しなくてはならない温室効果ガスは9.6％である。

2008年７月にはG８サミットが北海道洞爺湖畔において

開催され、2050年までに温室効果ガスを半減させる長期

目標を気候変動枠組み条約の全締約国と共有することが

同意されるとともに、併せて国別の中期目標を策定するこ

とが決定されている。これを受けてわが国は、2008年７月

に低炭素社会行動計画を策定し、削減目標を2050年まで

に60～80％を掲げるとともに、自主参加型の排出量取引

制度、税制のグリーン化、再生可能なエネルギー導入支

援等を実施することにしている。さらに2009年７月にイタリ

アのラクイラで開催されたG８サミットにおいて、温室効果

ガス排出量半減を再確認したうえで、80％以上削減する

という高い目標を表明した。しかし中国やインド等の大量

排出を続けている新興国を含む主要経済国フォーラム

(MEF)は、2050年における排出量半減を受け入れていな

い。新興国を含む途上国は、温暖化はこれまで大量に排

出してきた先進国の責任として、途上国の排出量削減が

迫られる提案に一貫して反発している。

このような状況のなかでわが国が京都議定書直前の

2007年が9.0％増大しているのは、国際的にみても納得が

得られない。確かに原子力発電所の稼働率が低下してい

るので止むを得ないともいえるが、それでも稼働率を当初

の84.2％としても4.0％上回っている。2008年は100年に１

度という経済不況に見舞われているので、温室効果ガス

の排出削減も一時的に下降することが予想されるが、多く

みても5％程度であろう。

わが国は2020年までの中期目標を2005年比15％削減

を発表している。この目標は京都議定書の基準年に合わ

せると8％減になる。長期的には先に示したように50％、あ

るいは80％削減と高い目標を掲げているものの、温室効

果ガスは依然として下降する状況にない。産業革命前か

らの世界の気温上昇を2℃以内にすべきだという認識は

すべての国が認識しているが、地球温暖化は加速化・深

刻化し、IPCCの予測を大きく上回る影響も起こり得る。こ

のためわが国は軽減策と併せて適応策も不可欠である。

このような国を挙げて取り組む緊急課題について、政府

や地方自治体、一部の研究者やNPOに頼っていたので

は間に合わない。そのためには環境人材の育成を急がね

ばならない。

本講演では、まず環境人材とはどんな人材であるのか

を示したうえで演者が日頃から取り組んでいる水環境問

題を概説するとともに、温暖化影響と適応策について環

境人材がどのように対応すべきかについて紹介してみる

ことにする。

２ 環境人材とその育成

2007年に閣議決定された21世紀環境立国戦略におい

て、持続可能な社会づくりを進めていくためには、経済社

会のグリーン化を担う人材、いわゆる環境人材の育成の

必要性が強調されている。また昨今の100年に１度といわ

れる経済危機のなかで、グリーンニューディル、グリーン

ジョブ（環境ビジネス）など、環境保全により経済社会の活

性化を目指す国や自治体のパラダイムシフトが求められ

ている。環境人材は、地球レベル、特に気候変動に起因

した問題の解決とそれを支える産業の推進および途上国
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への技術移転、さらに自治体レベルでみれば、地域レベ

ルの環境問題の解決とそれに必要な産業をおこし、普及

させられる人ではないかと考える。特にわが国では、農

業、林業、漁業と環境問題と関わり、その活性化を促し、

生態系の影響・予測・保全などが総合的に分かる人が求

められている。このような人材はあらゆる分野に必要であ

るが、T字型人材あるいはπ字型人材とよばれる。縦の線

は専門性を意味しており、土木、化学、建築あるいは微生

物学、農学、経済学、法学などであり、横の線は、分野横

断的な知識、経験で、環境保全や持続可能な社会づくり

などが理解できる俯瞰的・総合的な視点をもつことであ

る。

今般、環境省に「環境人材コンソーシアム準備会」が設

立され、複数の事業を展開しながら、コンソーシアムの組

織形態や事業の具体的な検討が始まっている。また環境

省の人材育成と連携して、いくつかの大学では途上国の

学生（大学生）の高度な環境人材の教育・研究をはじめて

いる。彩の国環境大学も規模は小さいが環境人材の養成

講座である。一段と厳しさを増した経済危機を乗り越え、

雇用を維持しつつ経済を活性化し、かつ持続可能な経済

社会づくりを担える人材の早急な育成を急ぐ必要がある。

このような社会変革と新しい社会づくりを推進できるのは、

新しい発想力、構想力、企画力に加えて、将来社会が直

面するであろう課題の解決能力を有し、環境保全を通じ

て仕事を創出できるT字型あるいはπ字型の素養を有す

る人材が、産官学民あらゆる分野で必要不可欠であること

はいうまでもない。

わが国はかつてすさまじい公害を比較的短期間で克服

してきたが、それと取り組んだのが公害防止技術者等の

人材であった。公害防止の人材は、大気汚染防止や水質

汚濁防止技術の専門を身につけるI型でよかったのであ

る。これが現在求められているT型と異なるのである。私た

ち彩の国環境大学の皆さんもそれぞれが自らT字型人材

を志して研鑽に努め、低炭素社会実現の一翼を担ってい

ただきたい。

３ 気候変動の影響と予測

2007年８月にわが国最高気温を観測した埼玉県の温暖

化の影響を次に例示してみる。

熊谷気象台における気温上昇は、1980～2007年までは

100年当たり6.54℃と上昇速度は著しく加速している。アメ

ダス測定局８ヶ所年平均気温の推移をみると、1980～2006

年までの上昇は100年当たり5.5℃である。このように埼玉

県内の過去25年間の気温上昇は極めて高く、IPCCの最も

過酷な予測（21世紀末）と同等である。熊谷の真夏日日数

は1980年代は年平均46日だったが、2006年以降は年平

均64日と急激に増加している。一方冬日日数は1990年以

降減少し、1980年代は年平均60日が、2000年代は平均45

日となっている。CO 濃度は東秩父で393ppm、騎西町で2

403ppmと、清浄な地域よりもそれぞれ10ppm、20ppm高い。

CO が平衡濃度に達したとき400～450ppmを期待している2

が、このまま上昇が続くと東秩父ではCO 濃度は2030年に2

450ppm、2050年では500ppmになってしまう。埼玉県は日

本では最も光化学オキシダントによる汚染が甚大な地域

である。光化学オキシダントは2031～2050年で現状より

6ppb、2081～2100年には最大10ppbの上昇が予測される。

埼玉県のブナは標高1150～1550mの範囲に80％分布し

ているが、気温が4.3℃上昇するとブナ林は2010～2410m

移行する可能性がある。このようになるとブナ林は現状の

1/10に減少する。同様にシラビソも生育不適切になってし

まう。

関東地方でのスギは1970年代から1990年代にかけて著

しい早さで衰退したが、その原因は気温上昇に伴う乾燥

化に起因する水ストレスと考えられる。

日本各地で南方系のチョウなどの分布域が北上東進す

る現象がみられる。ムラサキツバメ、ナガサキアゲハ、ツマ

グロヒョウモン等のチョウも県内で見られるようになってい

る。

温暖化は各種の産業、特に農業にも計り知れない影響

が予想される。県内の野菜生産は全般に悪影響が懸念さ

れる。熱中症などは30℃を超過すると救急搬送者が増え

はじめ、35℃を超えると急増する。今後2～4℃気温が上

昇すると、現状（2007年）の1.7～３倍に増加することが予

想される。

４ 持続可能な社会の構築

地球温暖化を中心に地球環境の危機は間近に迫って

いる。この危機に正面から対峙し、その解決を図らない限

り人間社会の発展はあり得ない。そのためには健全で恵

み豊かな環境が地球規模でも、身近な地域でも保全さ
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れ、それを通して世界中の人々が幸せを実感出来る生活

を享受し、将来世代にも継承することが出来る持続可能

な社会の形成が不可欠である。その際、科学的証拠が不

確実であるといって対策が延期されることのないよう予防

的取り組みが肝要である。

持続可能な社会の実現に向けた基本的な取り組みは

次の３つである。

(1) 環境が有している浄化容量以上に汚れを出さない。

(2) 新たに採取する天然資源を最小限として資源の循

環的利用を確保する。

(3) 健康な生態系が維持・回復され、自然とヒトとの共生

が保障される。

この３つの基本的取り組みはそれぞれ「低炭素社会」

「循環型社会」「自然共生型社会」とよばれているが、実際

にはその統合化が必要である。

持続可能な社会は図１に示したように、低炭素社会を

中心にして循環型社会と自然共生社会が一体となったエ

コ社会である。

図１ 持続可能な社会の構築

世界中の人々の温室効果ガス排出量がすべて平等で

あるとするならば、日本人は1990年に比較して80％程度

削減しなければならず、現在からみれば超低炭素社会で

ある。この排出量は昭和30年代前半のエネルギー消費に

相当すると思われる。

ついで、資源採取、生産、流通、消費、廃棄等の社会

経済活動の全てを通して、廃棄物の発生抑制や循環資

源の利用等の取り組みにより、新たに採取する資源をでき

るだけ少なくする循環型社会（いわゆる３Ｒの徹底）を目指

した取り組みが必要である。

さらに、生物多様性が適切に保たれ、自然の円滑な循

図２ 持続可能な社会のイメージ

環のなかで、農業、林業、水産業を含む社会経済活動を

自然に調和したものとし、また様々な自然とのふれあいの

場や機会を確保することにより、自然の恵みを将来にわた

って享受できる自然共生社会の構築が必要である。図２

にそのイメージが示してある。

わが国は古代から自然と共生して生活してきたが、近

年急激な経済成長とともに自然共生社会は破壊されつつ

ある。これまで築きあげてきた自然共生の知恵を再度復

活させて、特に身近な自然である里地、里山、里海（里

湖）、里川等の保全・再生・創出を通して、生物多様性の

維持向上と生物資源の持続的利用を図る。

現実の社会をみると持続可能な社会づくりは決して容

易ではないが、健全で恵み豊かな環境を将来世代へ引き

渡すためには、国内外の幅広い関係者の参加と協同の

下、環境保全に気持ちを一つにして、一人一人の取り組

みの輪を広げ、力強く推進することが求められる。

すでに滋賀県では2030年を目標に1990年比で50％の

削減目標を定めている。また先に示した埼玉県では2020

年を目標に2005年比で、25％削減を設定している。国全

体としてもせめて2020年の中期目標を20～25％を設定し

てほしいと願ってきたが、先に示したように2005年比で15

％(基準年比で8％)削減である。2020年にわずかな削減し

か達成しないのであれば、2050年に80％削減という高い

目標の達成は困難と思われる。

低炭素社会は現状の延長線上にはないことは確かであ

るが、昔に戻ることではない。現在の便利さはある程度犠

牲になるかもしれないが、家族団欒や地域コミュニティで
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の活動、エコツーリズム、歴史、文化とのふれあい等今よ

り豊かで幸せな生活が訪れるに違いない。

５ 水環境管理の現状

わが国の水環境管理は、環境基準、排水基準を中心

に推進されているので、ここではその概要に触れておく。

わが国の水質環境基準は1970年に公害対策基本法に

基づいて制定されたもので、1993年からは環境基本法に

引き継がれている。この中で、環境基準は、人の健康を保

護し、生活環境を保全するうえで望ましい基準を定めるも

のとしている。またこの基準については、常に科学的判断

が加えられ、必要な改訂がなされなければならないとされ

ている。さらに、政府は、環境施策を総合的に講じて、こ

の基準値が確保されるよう、努めなければならないことに

なっている。

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康

の保護（健康項目）および生活環境の保全（生活環境項

目）に分けて設定されている。健康項目は全公共用水域

に共通して設定されているが、生活環境項目は、河川、

湖沼、海域の各公共用水域について、いくつかの類型に

分けられ、類型ごとに基準値が掲げられてる。表１には健

康項目26項目、表２には生活環境項目9項目の概要が示

してある。

表１ 水質環境基準の健康項目

1970～1975年に決 1993年に追加され 1999年に追加さ
まった従来の項目 た項目 れた項目

カドミウム、シアン、 トリクロロエチレン、 亜硝酸および硝
鉛、六価クロム、ヒ テトラクロロエチレ 酸 性 窒 素 、 フ ッ
素、総水銀、アルキ ン、チウラム、ベン 素、ホウ素など3
ル水銀、PCBの8項 ゼン、セレンなど15 項目
目 項目

全体で26項目

表２ 水質環境基準の生活環境項目

n-ﾍｷｻﾝ類型 pH BOD COD SS DO 大腸菌群 抽出物質

河川 6 ○ ○ ○ ○ ○

湖沼 4 ○ ○ ○ ○ ○

海域 3 ○ ○ ○ ○ ○

類型 T-N T-P

河川 －

湖沼 5 ○ ○

海域 4 ○ ○

このほか新たに水生生物の保全項目として2003年に亜

鉛が追加された。このほかダイオキシン類対策特別措置

法によってダイオキシン類の環境基準が示されている。

1993年に要監視項目が25項目設定されており、これは順

次環境項目への移行が検討されている。1999年に３項目

が環境基準に移行され、その後新たに要監視項目の追

加があり、現在では27項目になっている。地下水は公共

用水域ではないが、近年地下水汚染が顕著になったので

地下水にも公共用水域に準じて、健康項目について1997

年から健康項目の環境基準が適用されている。

2007年の健康項目の測定結果によれば、地点としての

適合率は99.1％である。しかしながらBODおよびCODで測

定される有機汚濁指標を中心とした生活環境項目は、図

３に示したように、その環境基準達成率は2007年で河川

90.0％、湖沼50.3％、海域78.7％と、最近横ばいの傾向に

ある。

図３ 環境基準達成率の推移（BOD又はCOD）

湖沼については測定開始以来この５年ほどCODの環境

基準達成率が50％を超えたものの、窒素・リンの環境基準

は1982年に策定されたが、類型あてはめがなされた110水

域の適合率は46.4％と低い。湖沼の水質が悪くさまざまな

利水障害（とくに水道利用への障害）が引き起こされてい

るので、従来の水質汚濁防止法による規制では不十分で

あると認識され、1984年に湖沼水質保全特別措置法が策

定され、1985年から施行された。この湖沼法では指定湖

沼の制度があり、これまで10の湖沼が指定されていたが、

2008年末に八郎湖が11番目に指定された。いずれの湖沼

もT-N、T-Pともに環境基準はもちろんのこと、水質保全計

画を策定したときに決めた水質目標値が達成できる見込

みは少ない。

このため湖沼法は2005年に改正され、新たに面源対策

（流出水対策）、水辺植物帯の保護、総量規制等が追加
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されるとともに、水質保全計画が柔軟的に策定できるよう

になり、またその策定に住民の参加が義務づけられてい

る。畜産排水は通常は点源として取り扱われるが、小規模

なものは面源になる。

また、海域の窒素・リンに関わる環境基準は1993年に策

定され、閉鎖性の高い水域として指定されている125の水

域で82.2％となっている。類型あてはめが完了した東京

湾、大阪湾など広域的な閉鎖性海域の適合率は40～96.0

％と低い。

一方、26項目にわたる健康項目の不適合の項目は硝

酸性および亜硝酸性窒素、ふっ素、鉛、砒素、ジクロロメ

タン等である。チウラム、シマジン、ベンゼン、セレンなど

17項目については基準値を超過する地点はない。

また地下水の概況調査（2007年度）では、環境基準を

超える項目は砒素（2.0％）、トリクロロエチレン（0.2％）、テ

トラクロロエチレン（0.3％）、硝酸性及び亜硝酸性窒素

（4.1％）、ふっ素（1.1％）である。なお、地下水の硝酸性

窒素は30～50mg/Lに達している地域もみられる。

2003年９月には水生生物の保全のための環境基準が

定められている。取り敢えず項目は全亜鉛1項目であるが

淡水域（河川、湖沼）0.03mg/L、海域0.01～0.02mg/Lが決

められている。現在、北上川、多摩川、吉野川、大和川に

続いて利根川、荒川、霞ヶ浦等の県際水域の類型あては

めが行われ、今後漸次都道府県で環境基準点のある水

域にはあてはめがなされ2013年頃までに終了する予定で

ある。

環境基準を達成するために排水規制が実施されるが、

その基準が排水基準である。健康項目の排水基準は環

境基準の10倍の濃度が設定されている。

６ 水環境に及ぼす気候変動の影響

水環境への気候変動（地球温暖化）の影響は、陸地環

境よりも大きく、また冬期に大きい。さらに極地に近いほど

大きいと考えられる。水環境と地球温暖化の影響の一例

を示したのが表３である。

洪水・渇水の繰り返しによって水循環の健全性は失わ

れ、水不足や水害が日常的に起こるかもしれない。水温

が上昇すれば、一般的に水質は悪くなるし、また富栄養

化も進行する。水生生物にも大きな影響が現れ生物多様

性が低下し、冷水性生物は絶滅の危機に瀕する。湖沼や

表３ 地球温暖化の水環境への影響

１．水温の上昇（冷水性生物への影響）

２．植物プランクトンの増殖（赤潮，アオコ）

３．底層DOの貧酸素化，無酸素化

４．成層化の長期化（底質からのN,P等の回帰）

５．外来種の侵入

６．水質の低下（透明度の低下，難分解性物質の蓄積等）

７．海洋の酸性化

８．洪水の増加

９．濁水の増加

10．水循環の不健全化

表４ 海水の酸性化の影響（pH8.2～8.3→7.7～7.8）

・生態系への影響

１．サンゴの骨格形成への阻害

２．巻貝の成長阻害

３．甲殻類の成長阻害

４．ハブト藻の外殻（円石）の異常

・炭素吸収量の減少（相乗的な温暖化の促進）

内湾では底層の溶存酸素は水温上昇のために循環が起

こりにくくなり無酸素あるいは貧酸素水塊が形成される。ま

た底質の泥化も起こる。すでに池田湖では、この数年

100m以深では無酸素が続いている。また琵琶湖でも貧酸

素水塊が広がっている。また近年調査研究が進んでいる

有明海も貧酸素水塊がかなり広がっており、その大きな要

因が水温上昇である。また海洋の酸性化も懸念されてお

り、酸性化が進むと温室効果ガスの吸収が低下しさらに温

暖化が進むと予測されている（表４）。

水温はフィールドでは必ず計る項目であるにもかかわ

らず、経年的に整理されているデータは意外に少ない。

水源、浄水プロセス、水道水、地下水、下排水等とも連続

的に水温を測定し、温度変化の程度を長期にわたってモ

ニタリングする必要がある。

また湖沼やダムが水源の場合は、水温と合わせて溶存

酸素の垂直変化を測定することが求められる。

これまで給排水システム（主として上下水）における温

暖化対策は大きく取り上げられることは少なかった。しか

し、節水は節電と同様に省エネルギー行動であり、電気と

同じように水道に対しても国民の「もったいない」意識を高

める必要がある。京都議定書目標達成計画の新たな追加

対策として、上下水道・廃棄物処理における対策の推進

が取り上げられている。そのなかで省エネ・高効率機器の
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導入、ポンプのインバーター制御化等省エネルギー対策

を実施する、と記述されている。

地球環境部会のなかでは、上記のほかに汚泥の有効

利用、再生可能なエネルギーの活用も必要とされている。

先に示したように水環境に対して温暖化は著しい影響

はあるものの、軽減対策も適応対策も具体的にかなり難し

い。水環境に対して地球温暖化の影響を回避したり、ある

いは軽減する方策は現状の水環境行政の枠組みのなか

で解決することは困難であり、新たな枠組みづくりが必要

である。バイオマスの異常な増大、生物多様性の劣化、

大規模な低酸素化、面源負荷の増大、濁流化、塩水化、

大規模な土壌の流出などは現状での対応は難しいが、い

ずれにしてもコベネフィット型での対策が望ましい。

７ 温暖化適応策

先に示したように、気候変動による温暖化は明確な事

実であり、しかも年々加速されている。温暖化の軽減方策

の必要性はいうまでもないが、一方では温暖化の適応策

を早い時期に構築する必要がある。水環境分野のなかで

は極端な、また地域的に頻発する豪雨と渇水に脅かされ

ることが最も重要である（表５）。１時間当たり50mm以上の

豪雨が長時間続くこともあり得る。本年７月下旬の山口県

の豪雨災害は、どこで起きても不思議ではない。2006年に

は韓国済州市で１日に600mmの豪雨があり、市内全域が

洪水になり、地下室に大量の水が流入したり、多くの車が

海に流されている。一方では渇水による水不足も起こり得

る。ダムには、堆積物が多量に蓄積して貯水能力を失っ

てしまう。海水面の上昇によって地下水に塩分が入り込む

こともあり得る。平均気温が1℃上昇すると、かんがいに必

要な水が1割増加するという。防潮堤や海岸堤防あるいは

砂防ダムの強化、閉鎖水域の強制的な循環、水底堆積物

表５ 水環境保全の適応策（例示）

１．水循環の健全化（森林の保護・育成、湧水の保全、地下
水の涵養、雨水の利用）

２．洪水濁水の被害防止策（安全地域への避難、移住、飲料
水のリスク管理）

３．食糧自給率の向上（39→50％）

４．外来種の捕獲、刈り取り

５．エネルギー、食糧、水の地産・地消（小規模分散）

６．ビオトープの確保（藻場の基盤等）

の除去、水圏生態系の生物多様性の維持向上などが不

可欠になろう。また熱波、豪雨などの予知、また災害を想

定した避難訓練、災害マップなど情報発信を通じて地域

あるいは自治体ごとに迅速な適応策が確立できる体制を

日頃からつくっておく必要がある。

水問題と合わせて重要な問題は、温暖化の進行ととも

に引き起こされる食糧危機である。日本の輸入食糧の多く

は米国、オーストラリア、ブラジルなどから入ってくるが、こ

れらの国々の温暖化影響によって供給が危うくなる。わが

国でも温暖化の進行に伴って東北・北海道はやや生産量

は増加するものの、関東以南では減少する。コメの生産

量は気温1℃上昇すると約10％減少するといわれている。

作付時期、品種改良、生産地拡大・北進等、全体として

生産量を増大させる工夫が必要である。このようなことは

あらゆる農産物、養殖等にいえることで、温暖化に強い農

産物、畜産、養殖に切り替える必要がある。現在毎日安く

入手しているありふれた食品が高級品になってしまうこと

があり得る。温暖化適応策の一例は、水環境分野に直接

関係ないものまで含めて添付資料に広く示してある。

われわれはこれから食糧危機に備えて庭先やベランダ

で野菜ぐらいは自身でつくれるようにしたいものである。ま

た住宅への浸水を防ぐ工夫や雨水貯留による用水の活

用を取り入れること、あるいは井戸を復活させることなどを

行って、渇水や非常時の用水の活用に困らないようにす

べきであろう。

８ まとめ

(1) 地球温暖化の加速化に備えて環境人材の育成を急ぐ

必要がある。

(2) 環境人材は、分野横断的な知識・経験を有するＴ字型

π字型で、あらゆる分野に不可欠である。

(3) 気候変動の影響は水環境に特に著しく、軽減対策と

併せて適応策に取り組む必要がある。

(4) 気候変動は、食糧危機を招く恐れが強い。

(5) 適応策は国レベルはもちろん、自治体レベル、地域レ

ベルでの対応が必要であるが、家庭や個人レベルで

の適応策も必要である。
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おいしい水と環境保全

国立保健医療科学院 水道工学部長 秋葉道宏

摘要

我が国の水道は、近代水道の開設以来、蛇口で飲め

る水を供給するという文化を形成してきた。しかしなが

ら、近年、水道水を直接飲む人の割合が低下している。

その原因の一つとして、異臭味や塩素臭などにより水の

快適性が損なわれたことが上げられる。異臭味の被害人

口は、調査を開始した昭和58年度より増加し、平成２年

度には2,000万人台に達した。この時期より、需要者の水

道水離れが進んだといわれている。その後、高度浄水処

理の導入等によって、異臭味被害人口は減少し、ここ十

年では100万～400万台を推移している。しかし、被害事

業体数をみると、異臭味被害人口のピーク時では90台で

あったが、ここ十年では、60台～80台であり、異臭味被

害人口と比べ減少率が低く、これは高度浄水処理施設

が主に大規模事業体で導入されたことによると考えられ

た。浄水場における異臭味被害の臭気の種類別割合

は、かび臭・土臭が最も高く、次いで植物性臭気、漁臭

の順であり、その大半が生物起因によるものであった。か

び臭・土臭の原因物質は、ジェオスミンや2-メチルイソボ

ルネオール（2-MIB）である。この２つの物質は、現行の

水質基準から新しく加わった項目で、その基準値はそれ

ぞれ0.00001mg/l以下に設定されており、ダム貯水池の

富栄養化に伴い増殖した藍藻類、あるいは放線菌が産

生する。その他、下水道終末処理施設や農業集落排水

施設等の生活排水処理施設からの放流水中にも２つの

物質の検出事例が報告されている。

ところで、おいしい水とはどのような水か。昭和60年、

「おいしい水研究会」（厚生省水道環境部長私的研究

会）によると、おいしい水とは、「安全で、かつ、おいしく

飲める水」として定義されている。その要件は、カルシウ

ム、マグネシウム、ナトリウム、炭酸ガスなどを適度に含

み、有機物や臭気、残留塩素が少なく、水温が低いこと

である。これらの物質の中で、残留塩素は、水道法施行

規則第17条3項（衛生上必要な措置）において、蛇口の

水で遊離残留塩素として0.1mg/l（又は結合残留塩素0.4

mg/l）以上の保持が規定されている。厚生労働省では、

おいしい水の観点から、管理目標値1mg/l以下を通知し

ているので、水道水ではおおむね0.1mg/l ～1mg/lの範

囲で管理していると考えられる。実際の水道事業体では

どの位の濃度で管理されているのか。社団法人日本水

道協会の調査（平成20年9月に全国38の水道事業体を

対象にアンケート調査を実施）によると、実測値の平均

値で見ると、７割近くが0.1mg/l以上0.5mg/l未満である

が、最大値で見ると、0.5mg/l以上約６割、1.0mg/l以上も

３割近くの事業体で検出されている。残留塩素の管理の

難しさを表した結果となった。塩素臭の原因物質はどの

ようなものか。原水中にアンモニア態窒素(NH )、その他3

の有機窒素化合物が存在すると、これらの物質と反応し

てクロラミンを生成する。クロラミンの中で、モノクロラミン

(NH Cl)は、無臭であるが、ジクロラミン(NHCl )、トリクロ2 2

ラミン(NHCl )は水中に塩素臭を発現する。この２つの物3

質が塩素臭の原因物質である。特にトリクロラミンは、水

道事業体によっては、おいしさの観点から、独自の水質

目標値を設定しているところもある。

かび臭対策は、水道水源、浄水場において実施する

ことになる。水源においては、富栄養化制御が抜本的な

対策であるが、富栄養化が進行し藍藻類が発生した場

合には、その制御手法として、湖内循環、硫酸銅散布、

選択取水等が多く採用されて効果を上げている。一方、

放線菌については、生息環境やかび臭原因物質産生機

構に不明な点が多く、これらの対策では効果があまり期

待できない。浄水場においては、高度浄水処理の導入、

浄水処理プロセスの運転条件の変更等によって実施さ

れる。塩素臭対策は、原水中のアンモニア態窒素汚染

の制御及び浄水中の残留塩素の管理を徹底すること等

が上げられる。

水道水中の異臭味、塩素臭の第一義的な対策として

は水道水源の保全が不可欠である。わが国においては、

平成20年５月、厚生労働省によって「水安全計画策定ガ

イドライン」が公表された。「水安全計画」は、予防保全の

考え方を基礎とし、水源から給水栓に至る水道システム

に存在するリスクを抽出・特定し、それらを継続的に監視

・制御することにより、安全でおいしい水の供給を確実に

するシステムづくりを目指すものである。水道水源の保全

の視点からは、流域の汚染リスクを明らかにすることによ

り、環境衛生関係部局、河川関係部局、農林水産関係

部局、下水道関係部局等の流域関係者と連携して汚染

リスク回避に向けた取り組みが推進されることなり、また

住民に対しては、その取り組みへの理解を得ていく手段

として有効である。
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足元の地域から環境再生をめざす

東京経済大学 教授 除本理史

１ 環境再生とは何か

「戦争と環境破壊の世紀」といわれる20世紀を経て、

破壊された環境を復元・再生する動きが、いま世界に広

がっている。海外では、イタリアのポー川流域での干拓

地の湿地再生や、アメリカのフロリダ半島での蛇行状の

川の再生のような大規模な自然再生などが進められ、日

本でも大阪市西淀川区、尼崎市南部、川崎市南部など

で、大気汚染公害訴訟が和解解決した後に、公害病患

者が被告企業からえた解決金（和解金）の一部を地域の

環境再生のために拠出するという動きが広がっている。

例えば西淀川では、公害病患者らが（財）公害地域再生

センター（あおぞら財団）を設立し、環境再生に取組んで

いる。

このような環境再生の課題は、日本が「持続可能な社

会」に向かって進むうえで、環境政策の第３の柱として位

置づけられるべきものである。戦後日本の環境政策の歴

史を振り返ると、まず第１の環境政策として登場としたの

が、1950年代末～60年代に顕在化した公害に対する規

制や防止措置である。これは、現在の環境基本法のもと

で、環境負荷の低減と表現されている政策である。環境

政策の第２の柱は、1980年代中頃～90年代以降に大き

な課題となった廃棄物問題に対する循環政策であり、循

環型社会形成推進基本法や製品ごとのリサイクル法が

制定されてきた。

しかし、従来の環境政策には、次のような問題がある。

すなわち、「『場』の現況を抜きにした［環境負荷の低減、

循環政策という］フローに対する環境政策の投入は（十

分かどうかはともかくとして）なされてきたが、ストックとし

て現存する環境を前提とした政策の投入が（土壌汚染対

策などストックとしての公害は別として）ほとんどないので

はないか、ということである」（淡路監修 2006、p.5）。環

境再生とは、このような現に存在する環境条件というスト

ックを前提とした政策目標であり、第３の環境政策の柱と

して体系化される必要がある。

環境再生の前提となる環境条件、すなわち環境再生

政策の対象は、「環境被害ストック」と呼ぶことができる。

まず、環境再生の前提として、「フロー対策」としての環

境負荷の低減と資源循環により、「環境被害ストック」の

累積を予防しなくてはならない。例えば、2009年に大気

環境基準が告示された微小粒子状物質（PM2.5）の対策

は、今後の課題といってよい。

そのうえで、①環境破壊による被害者の救済、②破壊

された環境の再生、③地域社会の共同性あるいはコミュ

ニティの再生、④環境再生を通じた地域再生を進める必

要がある。維持可能な社会に向けて、EUでは、サステイ

ナブル・シティ（維持可能な都市）に向けた取り組みが進

んでいるが、日本にとっても大変示唆に富む。

２ 環境再生の出発点としての公害被害者の救済

―水俣の事例を中心に

熊本水俣病事件は、一企業が引き起こした公害として

は類例がないほど広範囲にわたって、住民に健康被害

をもたらし、さらには地域の人間関係などコミュニティの

破壊をも招いた。コミュニティの再生は、水俣病患者の福

祉的ケアにとっても重要な課題である。

例えば、水俣病患者や支援者らが立ち上げた共同作

業所「ほっとはうす」は、胎児性・小児性患者および障害

者の就業支援を行っている。昭和30年代に多発した胎

児性・小児性水俣病患者は現在、多くが50歳代へと入り

つつあり、ライフステージ上も自立や社会参加の意欲は

強く、それらの前提となる就労の問題はきわめて重要な

課題である。たとえ彼らが在宅での療養生活を続けられ

るとしても、社会参加の手段が閉ざされたままでは生活

の質（QOL）の向上には限界があり、この点で「ほっとはう

す」の存在はきわめて重要である。

「ほっとはうす」の事業は、大きくわけて３つある。第１

は、小・中学校への「出前授業」など、水俣病事件や障

害者への理解を深めるための啓発活動（「伝えるプログ

ラム」）である。第２は、喫茶コーナー（コーヒー、軽食な

ど）の営業である。「伝えるプログラム」で店舗を訪れる客

の増加により、売上げも伸びている。さらに、各所で開催

される福祉フェスティバルなどに「出前喫茶」を出すこと

で、収益の確保とともに人々との交流も進んでいる。第３

は、押し花によるしおり・名刺の製作・装飾、ラベンダー

ポプリなどの製造・販売である。売上高としては決して大

きくはないが、日常的にメンバーが「ほっとはうす」に集

い、協同して作業を行うという意味では最も重要な活動

である。これら３つの事業は、相乗効果を生み出しなが

ら、街の人々との交流と事業経営の維持という難題を両

立させつつある。

３ 破壊された自然環境の再生

大都市圏臨海部における沿岸環境破壊の典型事例と

して、川崎市の沿岸域が挙げられる。川崎市の沿岸域の

アメニティは、開発によって著しく破壊されてきた。環境

再生を進め、沿岸域のアメニティを取り戻すためには、

公害発生源等の集中する埋立地が次第に沖合へと拡大

していくという地域的環境経済システムの構造を転換し

ていく必要がある。そのために市民ができることは、まず

沿岸環境に関心を持つことである。2003年11月には川

崎まちづくり研究室が中心となり、複数の市民団体や個

人が集まって、それぞれの想い描く水辺アメニティのあり

方を一枚のマップにまとめ、水辺再生市民提案として発

表する試みも行われている。

また、東京の野川（多摩川支川）でも、自然再生推進

法の適用事業として、武蔵野公園内での田んぼの再生

などが始まっている。
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大気環境 ー大気汚染と地球環境問題についてー

埼玉大学大学院 教授 坂本和彦

１ はじめに－大気汚染現象の歴史的変化－
大気汚染とは、人間による「火の発見」に由来する問

題であると言える。私達の祖先は洞窟で暮らしていた時
代があった。照明、調理そして暖房のために洞窟内で物
を燃やせばその燃焼状態により煙が発生する。そして、
その煙の中には、吸入により健康に影響を与えるであろ
うアルデヒド類や粒子状物質としての多環芳香族炭化水
素、窒素酸化物などが含まれていたに違いない。

人類が火の使用を開始した時から、ススや窒素酸化物
による大気汚染が始まっている。産業革命以来石炭燃焼
による煤塵と硫黄酸化物による汚染、この石炭燃焼起因
の黒いスモッグの典型が1952年12月のロンドンスモッグ
である。テムズ川の下流地域で生じたこの気温の逆転現
象は石炭燃焼による煤煙と硫黄酸化物を地表付近にとじ
込め、黒いスモッグと霧は太陽光を遮り、さらなる暖房用
石炭の燃焼を引き起こし、この気象条件が引き金となっ
たスモッグ状態は４日間継続し、少なくとも4000人以上の
過剰死をもたらした。

我が国でも最初は石炭燃焼による煤煙と硫黄酸化物
による大気汚染が発生し、煤煙に対する規制が石炭から
石油への燃料転換をもたらした。しかし、安価な硫黄分
の多い重油の使用は高濃度の硫黄酸化物を排出し、三
大公害のひとつである四日市ぜんそくを発生させてい
る。高濃度硫黄酸化物汚染は、燃料転換や有効煙突高
による排出規制や1971年から開始された排出量の総量
規制により、燃料のクリーン化、排煙脱硫装置の設置な
どにより大幅に改善され、現在では我が国の硫黄酸化物
に対する環境基準達成率はほぼ100％になっている。こ
こで特筆すべきことは、我が国における工場等の発生源
からの排ガス処理技術、自動車の排ガス処理技術は厳し
い公害対策や環境基準の設定により、日本は世界で最
も優れた環境対策技術を持つ国に変身していったことで
ある。一方、冬季における我が国の風上に当たる中国で
は、硫黄分を多く含む低品位石炭が使用されており、わ
が国で四日市ぜんそくが発生した当時よりも高濃度の汚
染にさらされ、呼吸系疾患や酸性雨による農業被害など
が1990年代から発生しており、その対策は急務となって
いた。また、第４次IPCC（気候変動に関する政府間パネ
ル）報告(2007)により、さまざまな温暖化を示す観測例が
明らかになった。さらに、今後の100年間では、これまで
の100年間の数倍以上の急速な温暖化が推定されてお
り、それに付随して環境汚染や生態系も大きく変化する
と考えられる。二酸化炭素に代表される大気中の温暖ガ
ス濃度の上昇による急速な温暖化の進行は、太平洋の
島嶼国などの水没、これまで以上の豪雨やハリケーンの
発生、米などの農業生産物の大幅な収量減少も現実の
問題として迫っている。さらには、石炭、石油、そして天
然ガスに代表される化石燃料等のエネルギー資源の枯
渇もあり、今後の環境問題は温暖化ガスを発生させない
エネルギー開発と枯渇性資源の高効率利用が必要とな
っている。今回の講義では、今問題となっている微小粒
子・超微小粒子汚染や光化学スモッグ対策、ならびに大
気汚染対策と温暖ガス排出抑制策を合体させたバイオ
ブリケットを利用する地域完結循環型環境保全対策を取
上げた。

２ 微小粒子に関わる環境基準と光化学スモッグ
我が国では、10μm以下の粒子(浮遊粒子状物質

(SPM))についての環境基準を定め、1974年以来継続測
定がなされ、近年の自動車排ガス対策やダイオキシン類
特別措置法などにより大きく改善されてきている。しかし、
欧米において環境基準が定められているより小さな粒
子、2.5μm以下の粒子(PM2.5)については、米国の環境
基準値より高い状況にあった。1999年以来環境省におい
てPM2.5の健康影響に関する系統的な調査が行われ、
内外の情報を整理し、「微小粒子状物質環境基準専門
委員会」と「微小粒子状物質測定法専門委員会」の検討

結果を受け、2009年9月の大気環境部会における答申に
基づいて、同年9月9日にPM2.5環境基準の告示がなさ
れた。現在の国内のPM2.5のレベルは環境基準と比較し
て低くない。夏季のPM2.5の主成分は二次生成によるも
のであり、今後は光化学スモッグ、窒素酸化物問題ととも
に、総合的な対策を進めていくことが必要である。

３ 超微小粒子による大気汚染とディーゼル排ガスから
の超微小粒子の排出低減
超微小粒子を含むディーゼル粒子に曝露された母親

マウスからその胎児マウスへの超微小粒子の移動やディ
ーゼル粒子には高い変異原性を示す多環芳香族炭化
水素が含まれていることなどが報告されている。そのた
め、効率よく超微粒子を採取する装置の開発やディーゼ
ル排ガス中の多環芳香族炭化水素の排出削減が求めら
れている。ここでは、コロナ放電/軟X線を用いた荷電技
術とインパクタ―フィルターを組み合わせた超微粒子の
濃縮捕集技術とディーゼル粒子除去フィルターにより変
異原性成分の90％以上が除去可能であることを解説し
た。

４ 再生可能エネルギーの利用－低品位石炭のクリー
ン燃料化－
第３次IPCC（気候変動に関する政府間パネル）報告に

より、さまざまな温暖化を示す観測例が明らかになり、地
球温暖化が加速されつつあることを述べた。さらに、今後
の100年間では、これまでの100年間の数倍以上の急速
な温暖化が推定されており、それに付随して環境汚染や
生態系も大きく変化するとの推測を紹介した。

欧州や北米等の酸性雨等による森林枯損やアマゾン
における熱帯林破壊は温室効果ガスの吸収を減少させ
る。よって、二酸化炭素の吸収源としての植物、バイオマ
ス資源の育成利用・森林保全は極めて重要となってきて
いる。このような観点から、私達が中国の酸性雨地域を
対象として研究している「枯渇製資源である化石燃料と
循環性資源であるバイオマスの高効率利用を図る、低品
位石炭のクリーン燃料化技術であるバイオブリケット(緑
色豆炭)化」を紹介した。粉砕した石炭とオガクズや稲ワラ
等のバイオマス廃棄物を約4：1の割合で混合し、それに
硫黄酸化物の固定剤として消石灰をS/Ca＝2の割合で
添加し、高圧で成型したものがバイオブリケット(緑色豆
炭)である。このバイオブリケットにより、原炭と比べて燃焼
時の硫黄酸化物排出量約を80％以上低下させ、カーボ
ンニュートラルなバイオマスの効果により温暖化ガスを約
20％排出抑制できる。石炭のバイオブリケット化は、酸性
雨原因物質を排出抑制するだけでなく、枯渇性資源であ
る石炭使用量の削減、更新性資源である農林業バイオ
マス廃棄物の有効利用が図れるため、極めて効果的な
方法である。さらに、酸性雨が降っている中国重慶の酸
性土壌にその燃焼灰を5％程度添加すれば、今後10年
程度酸性雨がつづいても、酸性土壌を農耕に適した酸
性度に改善維持することができ、家畜堆肥を同時に施用
すれば市場価値のある農産物が得られることを二十日大
根の栽培実験を例にして説明した。さらに、二酸化炭素
吸収能が高く、面積当たりの収量の多い富栄養化河川
や湖沼から窒素やりんを含む化合物を効率よく吸収する
水生植物を上記のバイオマス廃棄物として利用してバイ
オブリケットを調製すれば、硫黄酸化物のみならず温暖
化ガスの排出抑制にもつながることを紹介した。
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水環境 －健全な水循環と里川の再生－

埼玉県環境科学国際センター 水環境担当部長 高橋基之

１ はじめに

水は、地球上のあらゆる生命を支える源であり、私たちの

日常生活や産業活動に不可欠な資源である。特に、周囲を

海に囲まれ、川の多い列島に住む日本人は、食料生産や交

通の大部分を水に頼ってきた。ところが、戦後の高度経済成

長に伴って、大量の水が必要になり大規模な水資源開発が

行われ、次第に日常生活の意識から身近な水は離れていっ

た。とりわけ、70年代からは公害の時代になり、深刻な水質

汚濁問題が国内各地で発生した。その後、様々な施策が講

じられ、現在の河川環境基準BOD値達成率は、全国平均で

約90％にまで改善されてきている。一方、人々の水環境に

対する意識は多様になり、水辺環境保全や水質浄化、安心

でおいしい水などに関心が高まっている。国際的には、21世

紀になって、水をめぐる紛争や地球温暖化による影響など、

新たな課題が懸念されている。そこで、地球規模での水の循

環や気候変動による影響、身近な水との関わりについて考

える。

２ 水の循環と利用

地球上の水の総量は約14億㎞ 、何億年も前に上空に雲3

ができ雨が降り始めたときから、ほとんど変化はないといわれ

ている。その中で、河川や湖沼などの水量はわずか0.01％

（0.001億㎞ ）、循環している水は地球上の水の約0.05％に3

すぎないと推計される。一方、わが国は、モンスーンアジア

の東端に位置し、天水に恵まれているが、一人当たりの年降

水総量をみると約5,000m ／人・年となり、世界の一人当たり3

年降水総量約164,000m ／人・年の３分の１程度で決して豊3

富とはいえない。

日常生活や社会経済活動では、河川水を取水して使い、

排水や下水として再び川に戻すという、“小さな循環”が形成

されている。自然と人工が循環経路において複雑に絡み合

あっている中で、多様な問題を解決するためには、水資源を

包括的に捉えて総合的に管理する取り組みが求められてい

る。

３ 地球温暖化と水環境

地球温暖化は、私たちが直面している大きな環境問題で

あり、IPCC第４次評価報告書においてその影響が詳細に示

された。水は温暖化の影響を顕著に受ける分野横断的かつ

地域横断的課題とされ、気候変動が水資源に様々な影響を

与えることが懸念されている。わが国の水環境への影響とし

ては、大きく豪雨と渇水に分けることができ、将来の変化とし

ては、汚濁物質の流入による水質の悪化、微生物の活性の

増大、水温成層期の長期化などが予想されている。このよう

な状況で、温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制対

策のほか、起こりうる影響に対して人間社会のあり方を調節

する“適応”が不可欠となっている。水環境・水資源分野の

適応の考え方は、量と質の両面から、渇水や洪水のリスクを

低下させる、節水や再利用により水を大切にする社会をつく

る、緊急時も対応できる水の供給体制をつくる、既存の水供

給施設の徹底活用と長寿命化を図る、ことなどが示されてい

る。そのためには、技術開発、法制度の整備、社会及び経

済システムの変革が不可欠な要素となる。

４ 埼玉の水環境と里川再生

埼玉県の川の面積は県土全体の3.9％を占め、その割合

は都道府県の中で一位である。現在、環境基準が設定され

ている河川のBOD値は年平均が10mg/Lを超過する地点は

ほぼなくなっている。一方、水質が良好になっても、川と住民

との関係は必ずしも親密になっていないようである。

今日、従来の治水・利水の面からの河川改修に加え、人

々が水辺に魅力を感じ、近づきやすく、水質も快適で生き物

がいる水環境の創出が求められている。県では、平成20年

度を川の再生元年として、誰もが川に愛着をもち、ふる里を

実感できるよう、様々な事業を展開している。環境科学国際

センターでは、これまで開発した浄化技術や蓄積してきた知

見・情報などを川の再生に活用する里川再生テクノロジー事

業に取り組んでいる。人との関わりを通して水や生き物の豊

かさが育まれる川が“里川”である。県の魚“ムサシトミヨ”が

生息する元荒川最上流部では、エネルギー使用量及び環

境への負荷が少ないエコテクノロジー（生態系の営みや自然

のエネルギーを有効に活用した技術）を適用した水質浄化

実験を進めている。木炭浄化や太陽光発電を導入した接触

酸化などハイブリッド方式により、二酸化炭素の排出抑制を

図った浄化技術の開発を試みている。

５ おわりに

21世紀になり、人類は気候変動など地球規模の危機に直

面し、世界的な水の問題となって現れることが予想される。

私たち日本人は比較的水に恵まれており、差し迫った問題

として捉えていないかもしれない。しかし、世代を越えた将来

の子孫に豊かな水環境を残すのは私たちの責務である。そ

のためには、まず身近な水に関心をもち、水と触れることが

できる環境を創りあげていくことであろう。
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さいたまの環境

埼玉県環境部環境政策課 主幹 葛西 聡

埼玉の環境の現状を行政の立場から話をさせていただく。

現在の環境問題は、典型７公害のような公害問題はもとよ

り、地球温暖化問題や生物多様性の問題など、幅の広い分

野になっている。

特に、「みどりと川の再生」と「地球温暖化対策」は埼玉県

の重要な施策の柱である。

１ みどりと川の再生

① みどりの再生

県では、伐採の進行や管理放棄などにより失われた緑を

回復するために、様々な施策を講じている。

彩の国みどりの基金は、自動車税と県民、企業等からの

寄付を原資としている。

この基金を活用し、水源地域の森の再生、みどりの街並み

の推進や県民運動の支援等を実施している。

② 川の再生

清流を取り戻し、河川を安らぎと賑わいの場所となるよう再

生させる「水辺再生１００プラン」を実施するとともに、家庭で

の取組や、環境教育、水辺を守る取組、地域運動の主体と

なる「彩の国水すましクラブ」への支援などの、「里川づくり県

民運動」を実施している。

２ 地球温暖化対策

地球温暖化対策は、間近で感じることが難しいが、待った

なしの状態である。環境科学国際センターの展示館も、県民

の皆様に身近に捉えてもらうよう、温暖化対策の視点からリ

ニューアルの予定である。

具体的な取組として、企業の環境負荷低減のための「彩

の国エコアップ宣言」や県民一人一人が参加できる「エコラ

イフディ」、太陽光発電や次世代自動車等の普及・促進等の

施策を実施している。

さらに、地球温暖化対策の視点から県のあるべき姿と、そ

の達成に向けた施策を示した「埼玉県地球温暖化対策実行

計画（「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０）」を策定

し、この計画をより実行あるものとするために、埼玉県地球温

暖化対策推進条例を制定した。

３ ３Ｒの推進と廃棄物対策

循環型社会形成推進基本法の制定により、３Ｒ（リデュー

ス（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用））

の考え方が、一層推進された。

埋立処分の多くを県外に依存している現状では、ごみの

減量化が急務であり、各自治体での分別の徹底等の施策に

合わせ、県が主体となった、マイバッグ運動やマイボトル運

動を進めている。

また、産業廃棄物については、不法投棄対策が重要で、

「未然防止」、「早期発見」、「早期対応」を３つの柱として取り

組んでいる。

さらに、埼玉県は、全国に先駆け、県営の最終処分場を

設置するとともに、その未利用地を活用し、リサイクル事業者

を集約した、資源循環工場を整備している。

４ 大気環境の保全

大気環境では、光化学オキシダントを除けば、平成18年

度、19年度ともに全ての測定局で、環境基準を満足してい

る。

浮遊粒子状物質や窒素酸化物対策としては、ディーゼル

自動車対策の効果によるところも大きい。

一方、光化学オキシダントについては、平成18年度、19年

度ともに全ての測定局で環境基準を達成できておらず、光

化学オキシダント対策は、今後の大きな課題である。

５ 化学物質対策の推進

化学物質は、便利で快適な生活をする上で、欠かせない

ものであり、適切な管理と環境負荷への低減が重要である。

そのための対策として、ＰＲＴＲ法などにより排出量を的確

に把握するほか、県民、事業者、行政等が一堂に会して、化

学物質に対する理解を進めるための場を設けている。

６ 水環境の保全

公共用水域の水質は改善の傾向にあるが、「川の再生」を

目指し、さらなる施策に取り組んでいる。

また、地下水は、一度、汚染を受けると浄化することが難し

く、浄化には多額の費用と時間がかかることから、汚染の未

然防止が重要である。

７ 土壌汚染の防止

土壌汚染は、今後も県としても取り組むべき課題が多い。

多くの化学物質を使用する工場で、20年前、30年前に

は、これらの化学物質が必ずしも適切に管理されていたとは

言い難い状況もあり、様々な化学物質による汚染も見られて

いる。

８ 地盤沈下の防止

埼玉県は、過去には有数の地盤沈下地帯であった。

現在は、地下水のくみ上げの規制を強化し、水道水源も

地下水から表流水への転換が進み、落ち着いた状況にあ

る。

９ 騒音・振動・悪臭の防止

騒音、振動、悪臭は日常生活に密着したものであり、各に

基準が定められているが、基準だけで判断が難しい、感覚

公害と呼ばれているものである。

感覚には個人差があるため対処が難しく、解決策が見い

だしにくい場合も多い。

10 自然環境の保全

自然環境の保全は、快適な生活を送っていくためには重

要な事項である。

特に、平成22年は、名古屋で生物多様性条約締約国会

議（COP10）が開催されることもあり、生物多様性の重要性が

一層期待されている。

この分野は野生鳥獣の保護やアライグマやカミツキガメな

どの外来生物対策、鳥インフルエンザまで、非常に幅が広

い。

また、県内の優れた自然や貴重な歴史的環境を守るため

に「緑のトラスト運動」を展開し、県民、企業などからの寄附に

よる「さいたま緑のトラスト基金」により、トラスト保全地としてす

でに10カ所の土地を購入し、保全している。
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環境法の立法と執行
－環境を創造する市民と法の役割－

東京経済大学 教授 礒野弥生

１ はじめに

環境保全・再生は、国や自治体が対策を講じれば実

現できる性質のものではない。関係主体のパートナーシ

ップによる保全再生が必要条件である。そのための法状

況を理解し、制度改革の必要性を考えることが本講の目

的である。

２ 具体的な事例で考える

鞆の浦は、 雁木、常夜灯および焚場（たてば）という

江戸期の港や古い町並みが残る瀬戸内海の景勝地であ

る。その鞆の浦を狭隘道路対策と瀬戸内海観光目的で、

県が埋立て・架橋計画を立案したのに対し、住民が景観

破壊を理由として埋立免許の差止訴訟を提起した。広島

地裁判決は、本件事業が鞆の景観に及ぼす影響と事業

の必要性及び公共性とを比較衡量の上、「瀬戸内法の

趣旨を踏まえつつ、合理的に判断すべきである」とした。

鞆の景観の価値は国民の財産ともいうべき公益で、しか

も本件事業が完成した後に復元することは不可能とし、

本件事業は「調査、検討が不十分であるか、又は、一定

の必要性、合理性は認められたとしても、それのみによ

って本件埋立それ自体の必要性を肯定することの合理

性を欠く」と、免許を差し止めた。

なぜ、訴訟にまで発展したのか。県と市、目の前の海

を埋め立てられる住民および通過道路の利用者、景観

保護団体が、この事例の関係者である。県による埋立決

定に、これらの人々がどのようにその議論に参加したか。

結論から言えば、人々には十分な参加の機会がなかっ

た。市長選挙は本県事業が争点の一つとなった。環境ア

セスメントも行われて、景観保護団体を含めて意見を提

出できた。だが、市長選はこれだけが争点ではない。 環

境アセスメントは意見を出す機会のみで、出された意見

を判断して環境影響評価書を作成のは、事業を実施す

る県の一存となる。

この事例では、保護するための瀬戸内法という法律は

存在するが、その法律を運用するのは県である。法律を

運用する県が開発事業を計画するとき、法の歯止めはき

きにくい。にもかかわらず、環境を保護しようと住民や団

体の意見が十分に反映される仕組みもない。そのこと

が、景観をないがしろにさせてきたのである。

３ 「持続可能な社会」構築のための住民参加と国際合

意

ところで、国際的な動向をみれば、1992年のブラジル･

リオで開催された「環境と開発のための国連首脳会議

（UNCED)では、リオ宣言やアジェンダ21が採択され、国

連加盟国全体が環境を保護し、持続可能な社会を構築

することに合意した。そのリオ宣言についてみると、第１

原則および第３原則で、現在及び将来の世代の環境と

発展に関する権利が規定された。その上で、その権利の

実現のために、 第10原則で、「環境に関わる諸問題は、

関係住民すべての適切な参加の下に正しく取り扱われ

ねばならない。国レベルの問題では、公共機関が保持

する当該環境に関わる情報、有害物質に関わる情報、

当該地域での有害行為に関わる情報が、すべての個人

に対して公開されるとともに、その意思決定過程への参

加の機会が与えられねばならない。国は、情報を広く提

供し、公衆の意識が高まり、その参加が促進されるように

努めねばならない」ということを明言した。

４ 国内法では

環境基本法第４条で持続可能な社会の構築を目標と

して定めている。だが、国民の権利も決定への参加規定

もない。生物多様性基本法には国民の権利規定はない

が、施策を策定し実施するため、国は、地方公共団体、

事業者、国民、民間の団体、生物多様性の保全と持続

可能な利用に関し、専門知識を有する者等の多様な主

体と連携し協働するよう努め（同法21条１項）、「生物の

多様性の保全及び持続可能な利用に関する政策形成

に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保

するため、事業者、民間の団体、生物の多様性の保全

及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等

の多様な主体の意見を求め、これを十分考慮した上で

政策形成を行う仕組みの活用等を図る」(同条２項）と規

定した。

個別法では、PRTR法で、国が企業の特定化学物質の

排出及び移動情報を把握して国民に公表すると共に、

国民の開示請求権を認めている。自然再生推進法で、

行政、企業、NPOなどを含めた関係主体のパートナーシ

ップによる自然再生事業計画立案方式を定める。温暖

化防止法でも、パートナーシップ組織の整備が規定され

ている。

条例段階では、自治基本条例や住民参加条例で、住

民参加による行政決定の仕組みが作られるようになって

きている。

５ まとめ

このように、住民の参加による環境の保全・再生は、法

律上の仕組みを少しづつ整えつつあり、これらを住民が

利用して、自然の保護再生を図ることが、今求められて

いることである。住民が主体的に参加することによって、

不十分な法制度を変えていくこともまた、求められている

課題である。
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気になる暮らしの化学物質

埼玉県環境科学国際センター 化学物質担当部長 細野繁雄

１ はじめに

化学物質は、私たちの日常生活のあらゆる場面で使

用され、暮らしを豊かで快適なものとしてる。その一方

で、これらの化学物質には多少なりとも有害性があり、家

庭で使用する化学物質が環境を汚染したり、使い方を間

違えると私たちの生活が脅かされることもある。

普段の生活で使用している製品には様々な化学物質

が使用され、化学物質が私たちの生活に不可欠であるこ

とを認識した上で、化学物質とうまく付き合っていくことが

求められている。

２ 化学物質とは

広辞苑によれば、化学物質とは“物質のうち、特に化

学の研究対象となるような物質”と定義されている。また、

法律における定義は、例えば「労働安全衛生法」や「特

定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律」では、“元素及び化合物”、「化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では“

元素及び化合物に化学反応を起こさせることにより得ら

れる化合物”とされ、毒性の有無や、人工物か天然物か

は問われていない。これに対し、一般的な化学物質のイ

メージは、テレビや雑誌などのマスコミにより、“有害で危

険な物質”、“天然ではない人工の物質”といったイメー

ジが定着している。

３ 生活の中の化学物質

現在、国内では約５万種の化学物質が生産、消費さ

れ、廃棄されている。化学物質には様々な性質があり、

私たちはその性質を利用した製品に囲まれて生活して

いる。

室内には、建築、内装に使われる木材、木製品のほ

か、壁材、家具、家電、衣類、その他多様な調度品等が

ある。それぞれ製造上の原料、加工・塗装・仕上げ等の

工程に使われた資材から、揮発性有機化合物が室内の

空気中へ放出されており、シックハウス症候群を始め、

室内空気中の化学物質による健康影響が懸念されてい

る。このため、厚生労働省では、①海外で指針が提示さ

れている、②実態調査の結果、室内濃度が高く、その理

由が室内の発生源によると考えられる、③外国で新たな

規制がかけられたことなどから、早急に指針値策定を考

慮する必要がある等の化学物質を対象に、「室内空気汚

染に係るガイドライン」を策定し、室内濃度の指針値を定

めている。このうち、パラジクロロベンゼンは家庭内での

使用量が多く、防虫剤を入れたタンスを置いた室内の濃

度は、換気しない条件で指針値を上回るケースが報告さ

れており、室内の換気やタンスから出した衣類の風干し

がアドバイスされている。

また、洗濯用や食器用の洗剤、シャンプーなどに利用

されている直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその

塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルも家庭内での

使用量が多く、これらは水系へと排出されている。平成

19年度に埼玉県内の家庭から排出された量は、直鎖ア

ルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が418トン、ポリオ

キシエチレンアルキルエーテルが643トンと推計され、大

気へ排出されるパラジクロロベンゼン（推計791トン）の３

種で、埼玉県内の家庭から排出される全化学物質推計

量の８割以上を占めている。

４ 生活関連化学物質による環境汚染

生活関連の化学物質が環境を汚染し、生態系に影響

しているとして話題になったものに、環境ホルモン（正式

名称“内分泌かく乱化学物質”）がある。環境ホルモン

は、“内分泌系の機能に変化を与え、それによって個体

やその子孫あるいは集団に有害な影響を引き起こす外

因性の物質”と定義されるが、その疑いのある化学物質

として、カップめんの容器、食品のトレイ、納豆の容器な

どに使われるスチレン、ほ乳びんや食器に使用されるポ

リカーボネートの原料であるビスフェノール-Ａ、塩化ビニ

ルに可塑剤として添加されるフタル酸エステル類など、

日常生活で使用している製品に含まれる化学物質もリス

トアップされた。また、極微量でも影響するとされたことか

ら、野生生物と同様、ヒトにも影響している可能性を懸念

する多くの報道がなされた。

また、最近では、ヒト及び畜産用の医薬品、日焼け止

め等のケア製品を起源とする化学物質が、河川や下水

処理水等の水環境中に広範に存在することが判明して

きており、これらの化学物質にはホルモン様作用を持つ

物質のみならず、様々な生理活性を持つ多種多様な物

質が存在することから、生態系への影響が懸念される、

新たな環境汚染物質として関心が高まっている。

５ 化学物質との関わり方

私たちが日頃使っている製品は、化学物質の持つ様

々な性質を利用して作られており、生活を豊かに、健康

で快適にするために欠かせないものとなっている。その

一方で、化学物質に頼りすぎ、化学物質の使い方を間

違えると、私たちの生活を脅かし、生態系にも悪影響を

もたらすことから、慎重に管理しながら利用する必要があ

る。そのためには、化学物質の持つベネフィットを考慮し

つつ、化学物質を使用することによるリスクと、使用しな

いことにより発生（または増大）するリスク（対抗リスク）を

最小化することが重要である。
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野生生物の現状

埼玉大学教育学部 非常勤講師 巣瀬 司

１ 南方系の蝶の北上

今から９年前の2000年に３種の南方系の蝶、ナガサキ

アゲハ（幼虫の食樹はミカン類）、ムラサキツバメ（幼虫の

食樹はマテバシイ）、ツマグロヒョウモン（幼虫の食草はス

ミレ類）が埼玉県内で採集された。ナガサキアゲハは

1990年代に東海地方から神奈川県にかけて徐々に分布

域を広げてきた蝶であるが、2000年８月の北本市での記

録（牧林，2000）は埼玉県内では初記録である。この年

に記録されたのはこの１個体のみであり、2001年以降

2005年までに記録された個体はわずかであった。ところ

が2006年以降、この蝶は県内各地で記録されるようにな

り、年毎に個体数が増している。2009年現在、県内平野

部で最も普通に見られる黒色系のアゲハはナガサキア

ゲハなのである。

ムラサキツバメは近畿地方以南に分布していた蝶で、

埼玉県内では過去に１個体が採集されていたが、2000

年には各地で複数の個体が記録された。県内での越冬

に関しては問題があるが、2001年以降も夏から秋にかけ

て各地で発生し続けている。

ツマグロヒョウモンの場合は、前２種とは状況が異な

る。1990年代に近畿地方から東海地方に、さらに関東地

方に北上した点は前２種と同じだが、過去に県内で発生

が確認されているのである。何と、100年以上前の1891年

と1892年に川越周辺で複数の個体が採集されているの

だ。次の発生の記録は1950年、児玉郡においてである。

しかし、1951年から1999年までの県内での採集記録は

極めて少なく、1966年と1994年にそれぞれ１個体が記録

されているに過ぎない。2000年の発生は旧大宮市内の

人家の庭先で見られ、多数の個体が記録されたが、この

年、他の市町村からは記録されなかった。2001年以降、

ツマグロヒョウモンは各地で記録されるようになり、特に

2006年以降は、平野部だけでなく山地でも、最も普通に

見られる蝶となった。

２ モンシロチョウとスジグロシロチョウの場合

モンシロチョウとスジグロシロチョウの比率に関して、興

味深い論文（小汐ら，2008）が学会誌に載った。東京都

特別区においても、特別区外においても、また離島にお

いても、モンシロチョウの比率は1950年代に圧倒的に高

く、1960年代から1980年代にかけては、すべての場所で

モンシロチョウの比率は減少していたのである。そして

1980年代以降、2000年代にかけては、すべての場所で

モンシロチョウの比率は増加していた。見沼たんぼでの

演者の1980年代からの調査結果と、山本（1996，2007）

の茨城県竜ヶ崎市での1980年代からの調査結果は、東

京都での結果と全く一致していた。つまり、モンシロチョ

ウは関東地方全域で1950年代には多く、1960年代以降

徐々に減少し、1980年代以降、増加し続けているのであ

る。モンシロチョウは暑さに強いが、スジグロシロチョウは

幼虫も成虫も高温を嫌う。両者の個体数の変動は、気温

が影響しているとしか思えない。両者の比率と、スジグロ

シロチョウの多かった1970年代から1980年代にかけて気

温が低かった（気象庁，2002）ことは注目に値する。

３ 温暖化の原因

二酸化炭素濃度の増加が温暖化の原因であることに

は疑問がある。ツマグロヒョウモンの県内での発生状況

や、スジグロシロチョウの多かった1970年代から1980年

代にかけての気温の低下は、数十年単位で、気温が変

化し続けていることを意味しているとしか思えない。そも

そも6000年前の縄文時代、気温は現在よりもはるかに高

かったが、それは二酸化炭素の影響だろうか？もし二酸

化炭素が影響していたとしても、人類の営力とは関係な

く気温は変動しているとしか思えない。



- 91 -

埼玉県の温暖化の実態とその影響
－温暖化の生物・農業・健康への影響－

埼玉県環境科学国際センター 自然環境担当主任研究員 嶋田知英

IPCCが2007年に発行した第４次報告書によると、今や

地球規模の温暖化は疑う余地がなく、このまま温暖化が

進むと深刻な被害が生じる危険性があるとしている。 ま

た、その原因は人間活動によって放出された二酸化炭

素やメタンなどの温室効果ガスの影響によるものであると

断言している。

これら温暖化を引き起こす温室効果ガス削減に向けた

取組も国連などを中心に行われているが、温室効果ガス

削減の具体的な目処は立っていない。 第４次報告書で

は、今後の温暖化について、様々な温室効果ガス排出

シナリオを基に推定しており、最も過酷なシナリオでは、

21世紀末に最大6.4℃気温が上昇すると予測している。

さらに、温暖化の影響についても、氷河の減少、海水面

の上昇、降水量の変化、洪水や干ばつ、生態系への影

響、生物種の絶滅など、影響は広範囲に及ぶ可能性を

指摘している。

この様な温暖化は、日本、そして埼玉県といった地域

や個人の生活にも影響を及ぼすと考えられる。そこで、

当センターでは2008年に埼玉県という地域の温暖化の

実態と、予測される影響について整理し、緊急レポート

「地球温暖化の埼玉県への影響」を発行した。ここでは、

その報告書の概要を紹介する。

１ 埼玉県の温暖化と温室効果ガスの実態

県内で最も長く気象観測を行っている熊谷気象台の

年平均気温の推移を見ると、長期的に気温は上昇し、そ

の上昇速度は100年換算で1.93℃となり、IPCCが示した

過去100年の世界の気温上昇（0.74℃）の2.6倍に達して

いる。また、特に1980年以降、昇温傾向が早まり、上昇

速度は、100年に換算し6.54℃となっている。

埼玉県では1990年度に温室効果ガスモニタリング事

業をスタートさせ、二酸化炭素などの観測を行っている

が、二酸化炭素濃度は何れの箇所でも上昇傾向で、特

に2001年度以降の濃度上昇は約2.5ppm/年に加速して

いる。

２ 温暖化の大気汚染への影響

埼玉県は日本で最も光化学オキシダントによる大気汚

染が甚大な地域だが、温暖化はこの光化学オキシダント

の生成を促進すると考えられている。埼玉県における光

化学オキシダント濃度推移を見ると、明らかに近年上昇

傾向にある。この様な光化学オキシダント濃度上昇の要

因としては、大陸からの原因物資の移流や紫外線量の

増加なども上げられるが、温暖化も上昇要因の一つだと

考えられる。

３ 温暖化の自然環境への影響

温暖化は植物や動物などの分布にも影響を与える。

特に山地の植物は、標高による気温の変化に応じ、分布

が変化するが、埼玉県の奥秩父山岳地帯の代表的自然

植生であるブナ林とシラビソ林に与える温暖化の影響に

ついて検討したところ、シラビソの純林は消滅し、ブナの

適地は10分の1程度になる可能性があることが分かった。

また、平地のスギも多くが衰退すると予測された。

動物については、2000年頃を境に、以前は県内でほ

とんど見られなかった南方系の昆虫（ムラサキツバメ、ナ

ガサキアゲハ、ツマグロヒョウモン、ヨコヅナサシガメなど）

が県内各地で記録され定着する事例が起きている。

４ 温暖化の農業への影響

温暖化が農業に与える影響は、気温上昇そのものの

影響の他、温暖化に伴う光化学オキシダント濃度の上昇

による影響も少なくない。気温上昇そのものによる影響

は、水稲の場合、埼玉県では若干の減収が見込まれて

いますが、温州ミカンでは適地化するのではないかと推

測されている。この様に、気温上昇そのものの影響は、

農作物の種類によりプラスとマイナスどちらの影響も考え

られる。一方、光化学オキシダントの影響は、どの様な作

物にもマイナスの影響を与えると予想されている。

５ 温暖化の健康影響

2007年の「熱中症等に伴う救急事故発生状況集計結

果」によると、救急搬送患者が出始める閾値は25℃で、

30℃を超えると増え始め、35℃を超えると急増する傾向

が分かった。この結果から、気温が2℃～4℃上昇した場

合、救急搬送者数は2007年の1.7～3倍に増加すると推

定された。この様に、温暖化は健康リスクも増大させると

考えられる。
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低炭素社会における廃棄物管理とリサイクル

日本工業大学 教授 佐藤茂夫

北海道洞爺湖サミット（第34回主要国首脳会議）が2008

年７月（７日～９日）に開催され、同月（29日）に我が国の

「低炭素社会づくり行動計画」が閣議決定された。この行

動計画において、我が国の長期目標として2050年までに

現状から60〜80％の二酸化炭素の削減を行うことが示さ

れたが、鳩山政権に替わってから中期目標として2020年

までに25％の削減が掲げられている。この目標値は京都

議定書の目標からみれば、かなり高いものになっている

が、世界の流れは大きく変化していることを認識しなけれ

ばならない。本講義では、こうした世界の動きを見なが

ら、二酸化炭素排出量の大きな削減目標に到達するた

めの具体的な政策や環境技術について解説した。

１ 我が国が目指す低炭素社会

上記の「低炭素社会づくり行動計画」において60～80

％の二酸化炭素削減目標を掲げた背景には、2007年２

月に発表された日英共同研究「低炭素社会の実現に向

けた脱温暖化2050プロジェクト」（我が国のプロジェクトチ

ームは、国立環境研究所、京都大学、立命館大学、東京

工業大学、みずほ情報総研）の報告がある。

政府の示した「行動計画」では、革新的技術開発とし

て、二酸化炭素回収貯留技術、石炭のクリーン燃焼技

術、燃料電池、超高効率ヒートポンプが挙げられている。

この中で超高効率ヒートポンプの効率を2050年には現在

の２倍を目指すことが掲げられており、我が国の得意分

野での目標が達成されれば世界への貢献は目覚ましい

ものになる。さらに、中期目標に向かっては、「既存先進

技術の普及」が挙げられている。ここでは、太陽光発電や

電気自動車の普及を期待しており、政府の有効な政策も

問われることになる。すでに実施されている政策として、

ドイツのFIT (Feed-in Tariff、電力の固定価格買取制度)

を我が国でも取り入れたことは評価できるが、排出量取

引や排出量の見える化などについては、世界的な状況

からはむしろ遅れた取組みの感があり、その効果はあまり

期待できそうにもない。

２ バイオマスへの期待

我が国の５つの省庁の横断的政策である「バイオマス・

ニッポン総合戦略」は、2002年７月に発表されて、現在ま

でに237の市町村がバイオマスタウンとして名乗りを挙げ

た。これらの市町村の取組みは二酸化炭素削減効果だ

けを狙ったものではないが、政策として効果は数値的な

面からも評価が必要である。

埼玉県における「バイオマスタウン」の取組みとしては、

「埼玉県農山村バイオマス利活用検討会議」が2008年５

月に設置されて、2009年２月に「埼玉県農山村バイオマ

ス利活用推進計画」が発表された。ここでは、県内のバイ

オマスの種類別賦存量が調査されており、家畜排せつ物

や製材工場等残渣についての利用率は97％にも達して

いるのに対して、食品残渣や農業集落排水汚泥などで

は、その利用率はそれぞれ48％および78％であり、今後

の有効利用を検討すべきものも明らかになっている。

中でも、食品残渣の賦存量は66万トンと推定されており、

積極的な取組みが期待される。こうした食品残渣のリサイ

クル方法としては、家畜用の飼料、農業用コンポスト、メ

タン発酵によるエネルギー回収などがある。

３ 廃棄物系バイオマスのエネルギー利用

廃棄物系バイオマスのエネルギー利用として、我が国

で最もよく知られているのは、廃食油から製造するディー

ゼル燃料（BDF）である。しかし、「揮発油等の品質の確

保等に関する法律（2009年５月施行）」により、軽油への

BDF混合が5％と上限が規定され、さらに軽油にBDFを混

和する事業者に対して、事前登録と混合燃料の品質確

認が義務付けられた。これによって民間団体などの小規

模のBDF製造事業は継続な困難な状況も出てきている。

食品廃棄物のメタン発酵処理や下水処理場から発生

するバイオガスを有効利用する動きが活発になってい

る。「エネルギー供給構造高度化法（2009年７月に成

立）」により一定規模のガス会社は２年以内にバイオガス

の利用が義務付けられた。バイオガスの利用は、EU諸国

ではたくさんの事例があるが、我が国での取組みはあまり

進んでいない。スウェーデンでは、下水処理場のバイオ

ガスを隣接する集合住宅の厨房燃料として利用してい

る。また、EU全体で「Biogasmax Project」と呼ばれる取組

みが進められているが、これは食品廃棄物などをメタン

発酵処理によってバイオガス化し、それを公共のバスな

どの燃料として利用するものである。

このように脱石油の動きは活発化しているが、バイオマ

スから燃料を作りだすことは、地球温暖化対策に留まら

ずに石油購入費用の削減になるという理解も極めて重要

である。
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自然環境分野での日本の国際協力

（独）国際協力機構（JICA）東京国際センター 所長 草野孝久

（女子栄養大学栄養科学研究所 客員教授）

１ 地球的規模の自然環境悪化

人間活動拡大と自然環境悪化の関係について世界的

な議論が巻き起こったのは、1960年代であった。その後

50年間に亙って、環境の悪化は進行し「持続可能な開

発」は実現していない。

地球的規模の環境危機とは、温暖化や異常気象のみ

ではなく、森林の減少、農業・漁業生態系の破壊、生物

種の絶滅・減少、疾病媒介生物の北上や高地への移動

などの自然環境の悪化も重大である。自然環境悪化の

影響を最も受けやすいのは開発途上国の農山魚村部の

弱者であり、貧困や飢餓を拡大させる一大要因でもあ

る。

２ 地球的な規模の課題に取り組む国際的な枠組みと

日本の協力体制

2000年の国連サミットで合意された「ミレニアム開発目

標（MDGs）」では、2015年までに達成すべき８つの目標

が掲げられている。その一つが、「持続可能な環境の確

保」である。日本政府も、このMDGsの枠組みに参加し目

標の達成に貢献すべく協力している。

JICAは、途上国に対する日本政府の協力（ODA）を実

施している。JICAには６つの課題対応部があり、その一

つが地球環境部である。協力手段としては、技術協力

（専門家／コンサルタント／アドバイザー／ボランティア

の派遣、研修員の受け入れなど）と、資金協力の２種類

がある。本講では、自然環境保全に関する技術協力に

ついて説明する。

３ 自然環境の維持と人間活動の調和を図る

JICAは、自然環境保全の３つの重点課題（①自然資

源の持続的利用、②生物多様性の保全、③荒廃地の回

復）に戦略的に取り組んでいる。JICAの協力の目的は、

途上国での自然環境の維持と人間活動の調和を図るこ

とである。そのために、①自然環境とその破壊のメカニズ

ムを知ること（調査研究能力の向上など）、②守ること（政

策・制度改善、適切な技術の開発、実施機関の運営能

力向上、住民の意識向上など）、そして③賢く利用するこ

と（環境と調和した地域社会開発、エコツーリズムなど）

の３つのコンポーネントを組み合わせて、技術協力を行

っている。

事例１：エクアドル国ガラパゴス諸島海洋環境保全計画

ガラパゴス諸島は南米大陸から約千km離れ、特異な

生物多様性を持っている。ダーウィンが進化論のひらめ

きを得た島としても有名である。陸域が世界自然遺産の

第１号に指定され、2001年には海域も自然遺産地域とな

った。しかしながら、2007年にユネスコの｢危険にさらされ

ている世界遺産リスト｣に指定されてしまった。

JICAのプロジェクトは、ガラパゴス海洋保護区の参加

型管理システムが強化されることを目標に実施されてい

る。具体的に期待される成果としては、①海洋保護区管

理情報が漁民たちに伝達されること、 ②地元住民の環

境理解が促進されること、③海洋生物と海洋環境の情報

が増加すること、④水質モニタリング・システムが構築さ

れること、⑤伝統漁民のための持続的資源管理活動が

支援されることの５つを目指している。

これらの成果を得るために、海洋生物と海洋環境調

査、住民参加型による水質と水産資源のモニタリング、

データベース構築、体験型漁業の導入、漁業従事者の

社会経済データ収集、漁協メンバー間・対外コミュニケ

ーションを改善するワークショップ、環境教育、女性グル

ープによる代替収入源開発活動などを行っている。

事例２：ケニア国半乾燥地社会林業強化プロジェクト

３つの成果（①ケニア森林局の活動能力が強化される

こと、②農民による苗木つくりや植林が進むこと、③技術

や手法の開発が共有されること）をあげるための活動が

進められている。

事例３：ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム

ボルネオ島は、生物多様性が世界的に豊富な場所で

あるが、木材輸出により森林は７～８割消滅し、伐採され

た土地の多くはプランテーション農場となった。このた

め、森林内や周辺で生活していた人々の生活も脅かさ

れ、サバ州はマレーシア一の貧困層を抱えている。

このような背景から日本の協力では、自然を知るため

の①生物多様性研究・教育、自然を守るための②国立

公園の管理、③野生動物生息域の管理、賢く利用する

ための④環境啓発の４つのコンポーネントを、３つの連邦

政府機関＋サバ州政府の３省９局＋10郡役場+１NGOと

いう多くの行政機関で実施し、他のドナー、国際NGO、

地元NGO、民間企業、メディアと協調連携し、包括的な

効果・効率を狙って活動している。包括的かつ持続的な

保全体制・システムを構築・強化することによって、サバ

州の生物多様性・生態系を保全することを目指してい

る。

４ まとめ

このまま環境に十分な配慮がなされない開発が拡大

すれば、残された自然生態系の再生力も弱まり、人間の

生活を支える自然資源あるいは生態系サービスがさらに

劣化していく。自然環境の悪化は、貧困層の増加などの

社会問題や地域経済の衰退をも引き起こす。

地球的規模で貴重な生物資源をなくした責任は、私

たち日本人一人ひとりにもある。途上国で厳しくなる生活

に耐えている人々と、豊富に消費する日本人の暮らしと

は繋がっている。途上国のみでは対処できない状況に

対して協力を行うことは、日本の重要な国際貢献の一つ

であり、日本人の生活水準を維持するためにも必要なこ

とである。
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環境学習の現状と課題/環境学習の今後の取り組み

立教大学大学院 教授 阿部治

国際自然保護連合の設立総会（1948）で、用語として
初めて「環境教育」が国際舞台で使用された。この際の
環境教育は主として生態系に関する教育を意味するも
のであった。しかしその後、公害問題が先進各国で激化
するにつれて、環境教育は環境問題を対象とする教育と
なり、持続的開発が提唱される今日では、持続可能な社
会の実現が環境教育の目的となった。この間の国連人
間環境会議(1972)、トビリシ環境教育政府間会議（1977）
など多くの環境教育をめぐる国際会議や報告がなされて
きた。環境教育の目的や内容などは、これらの会議など
を通じて徐々に定式化され、持続可能な開発の具体化
を意図した地球サミット(1992)のアジェンダ21（第36項）を
契機に環境の視点を強調してきた従来の環境教育から、
環境・経済・社会を統合した「持続可能な開発のための
教育（ESD）」、すなわち総合的な環境教育へと発展して
きた。

国連の環境教育担当機関であるユネスコは、地球サミ
ットのフォローアップとして、国連持続可能開発委員会に
対して環境教育のこれまでの取組を評価し、今日の課題
と今後の展望を示すためにテサロニキ会議（1997）を開
いた。この場で持続可能性の概念には、環境だけでな
く、貧困、人口、健康、食料の確保、民主主義、人権、平
和までもが包含されること、環境教育は環境問題のみな
らずグローバルな問題に幅広く対応していることから、環
境教育を「環境と持続可能性のための教育」と呼ぶこと
ができるとした。中環審答申（1998）では、環境教育をめ
ぐる国際的動向や持続可能な社会の視点に立った環境
教育のあり方を踏まえて、環境教育をより広く「持続可能
性に向けた教育」としてとらえていくことを提起した。これ
は、ＥＳＤと同義である。そして環境教育の内容を人間相
互の関係の改善と人間と自然との間の関係の改善という
大きく二つに大別し、総合的にとらえることの必要性を指
摘した。

前者は人間と人間以外の生物あるいは無生物とのか
かわりを学ぶことを通じて、人間と環境とのかかわりを理
解することであり、このことは人間と人間以外の種の間の
公正に関することである。後者は、将来世代との生活の
かかわり（世代間公正）や公正な資源配分など国内外に
おける他地域の人々とのかかわり（世代内公正）に関す
るものであり、また環境負荷を生み出している現在の社
会システムの構造的要因への理解や、持続可能な社会
システムのあり方に関する洞察、さらには、社会づくりに
必要なコミュニケーションの問題、多様な社会や文化、
多様な価値観への理解などに関するものも含んでいる。

前述した環境や貧困、食料、平和、民主主義などの持
続可能性のキーをにぎる諸課題は互いに不可分の関係
にある。そしてこれらの課題と私たちがどのようにかかわ
りあっているのか。また環境問題を含む今日の地球規模
での諸問題の課題である三つの公正（種間公正、世代
間公正、世代内公正）を具体化するためには、私たちが
時間や空間を越えて他者（人や自然など）との「つなが
り」や「関係」を意識することが始まりとなる。人と人との間
の関係、人と自然との間の関係のキーワードも「つなが
り」である。多様なコミュニケーションを用いて、他者との
つながりや関係を意識化し、よりよりものにつくり変えて
いく営み、プロセスが環境教育なのである。そして他者と
のつながりや関係を意識化するベースとなるものが、具
体的な体験である。豊かな生活体験や自然体験をとおし

て、他者とのかかわりを意識化することができる。そしてこ
の他者とのかかわりの意識化（すなわち、気づき）は、学
習者みずからへの気づき、すなわち自己への気づきに
つながっていく。他者とかかわる過程で自己の存在が見
えてくるのである。

現在のわが国において、少子化や核家族化、受験競
争などの社会環境の変化により、子供たちの体験不足
（自然体験、生活体験、など）が指摘され、その結果とし
て子供たちの「生きる力」がそこなわれていることが指摘
されている。「生きる力」とは「どんなに社会が変化しよう
とも自ら課題を見つけ、考え、行動できる力」などとする
自立心のことであり、新たな学力の一つとされている。文
部省は「生きる力」を育むために、子供たちの野外活動
や自然体験活動を促進させるためのしくみづくりを急い
でいる。環境教育はこのための主要な活動といえる。

「生きる力」を育むことを目的に、2002年から小・中・高
校で新たに「総合的学習の時間（総合学習）」が導入さ
れた。総合学習は教科ではなく、子どもたちの問題意識
や体験を重視し、環境や国際、福祉など今日の問題に
総合的に取り組む時間である。総合学習を契機に子ども
の社会参加を促す授業への期待もある。総合学習はまさ
に持続可能な社会をめざす教育であり、広義の環境教
育に他ならない。総合学習を機軸に地域のあらゆる主体
が連携しながら総合的に環境教育に取り組むことが肝要
である。調整役としてのNGOの果たす役割は大きい。し
かし、OECD学力調査で日本の成績が振るわなかったこ
となどを契機にしたこどもの学力低下問題によるゆとり教
育の見直しが政府によって推進されて、2008、09年に改
正された新学習指導要領においては、総合学習の時間
は大幅に削減された。しかしその一方、環境教育の重要
性は一段と強調されている。総合学習は広義の環境教
育であり、国際的なトレンドでもあるESDの先進事例であ
る。このことからも総合学習の利点を再確認し、取り組み
を強化していくことが求められている。一方、2006年末に
行われた教育基本法改正に際し、「環境保全の態度の
育成」が盛り込まれ、改正を受けた学校教育法の改正に
際しても、同様の文言が盛り込まれた。さらに教育振興
基本計画にもESDの推進が明記された。新学習指導要
領での環境教育の強化にはこのような背景がある。

ヨハネスブルグサミット(2002)において、日本政府が提
案した国連持続可能な開発にむけた教育の10年（2005
～14、DESD）が国連総会(2002)で決議された。2005年に
は、ユネスコが国際実施計画を確定し、日本政府も06年
に国内実施計画を策定した。わが国では、教育の10年
の推進を目的に結成された「持続可能な開発のための
教育の10年推進会議」（ESD-J）が積極的に活動してい
る。従来から行われている持続可能な地域づくり（水俣
市のもやい直しや豊岡市でのコウノトリ野生復帰など）や
総合学習は典型的なESDの取り組みといえる。先進国の
貧困問題や生産と消費の見直し、ESDの視点に立った
総合的な環境教育、国際協力などに積極的に取り組ん
でいくことが、今後の日本における環境教育の課題であ
る。DESDを契機にESDを通じた環境教育が、学校では
持続発展教育の名で徐々に浸透し、地域においても、
行政やNGO,企業などによって広まりつつある。DESDの
最終会合(2014)は日本であるが、この機会を生かし、環
境教育の飛躍的浸透をはかるべきである。



- 95 -

地域で実践する里山保全活動
－市民による里山の生物多様性保全の課題－

ＮＰＯ法人むさしの里山研究会 理事長 新井 裕

１ 里山の何を守るのか

里山は農的自然と農的なくらしがある。多様な生き物

が住み、豊作を祈願する祭りがあり、神社があり、地域の

歴史や文化がある。里山はこうした多くの要素を含んで

おり、一口に里山保全活動といっても、祭りを復活して町

おこしを図るものや、コミュニティ形成を図ろうとするもの

など多様である。今回は、市民による里山の生物多様性

保全活動にスポットを当て、その課題について考えてみ

たい。

２ 生き物調査の課題

生き物を保全するためには、生き物について知らなけ

ればならない。生物相は地域ごとに異なっており、地域

ごとに地域住民の手で生物調査を行うことが望ましい。し

かし、専門的知識を持たない市民が調査する場合は、同

定のあいまいさなど問題が大きい。このためには専門家

の協力が不可欠であり、また市民が参加できる調査手法

の提示も必要である。

地域住民自らが居住地域の生き物を調べ、共存者と

しての生物の存在に気づくことが肝要である。

３ 実践活動の課題

生き物が住む環境の保全や住みやすくなるような環境

作り、生き物が住める環境の創出など、実践活動を行う

ことが必要である。また生き物と共生する水田耕作など

の技術開発も課題である。また、里山環境は、二次林で

あれ水田やため池であれ、個人あるいは利用者の共同

所有物であるのが普通である。このため、所有者の了解

が不可欠である。例えば、冬も田に水を張ることによっ

て、水鳥の生息場所とすることができるし、田植えを早く

行い湛水時期を早めれば赤とんぼの生息が可能となる。

とはいえ、貴重な灌漑用水を水鳥のため冬に使用するこ

とは理解を得にくいし、昔から決められている田植え時

期を変更することの同意も得にくい。農家の生物多様性

保全への理解が極めて重要な課題である。

４ 深刻な子供の生き物離れ

自然保全活動に終わりはなく、次代を担う子供達に活

動を引き継いでもらう必要がある。現在自然保全活動を

主導している人の多くが、子供時代に自然とのふれ合い

体験を持っていることを考えると、子供に生き物と遊ぶ楽

しさを伝えることは極めて重要な事項である。

しかし、今日では生き物嫌いな子が増えているように

思う。本来幼児は生き物に興味を持つものであるが、親

も保育士も生き物と遊んだ経験が少なく、生き物と遊ぶき

っかけがないまま成長してしまうことが、生き物嫌いを招

いていると思われる。今後子供達への誘い掛けが必要

で、魅力的な生き物体験プログラムを作ることが求められ

よう。

５ 活動の持続性と自立したＮＰＯ

里山の自然保全活動には持続性が求められる。しか

し、熱しやすく醒めやすい日本人の性格からして、持続

的に行うことは容易ではない。活動の担い手としてNPO

に期待するところであるが、何処も資金難と協力者不足

に悩んでいる。例えば廃水田を利用した水辺ビオト－プ

では、良好な状態に維持するためには草刈り等の維持

管理作業を定期的に行う必要がある。また、これを維持

するための経費も必要である。通常NPOの資金源は会

費であるが、安定した資金を確保できるほどの会員を得

ることは容易ではない。仮にある程度の後方支援会員は

確保できたとしても、実際の作業に参加する会員を、長

期間得ることは至難の技である。また、多くの団体で代

表者やコアスタッフの高齢化が深刻化している。従来の

会費やボランティアだけでに依存するのではなく、里山

保全を事業化し、安定した資金と人材を確保できるNPO

の誕生が、望まれるところである。
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市民・学校・行政とのコミュニケーション

ＮＰＯ法人川口市民環境会議 代表理事 浅羽理恵

地域において環境問題に対して活動する中で、各主

体とのコミュニケーションは非常に重要なポイントです。

環境大学修了（平成９年）後、コミュニケーションを図るこ

とにより活動がどんどん拡がる手ごたえを実感してきたと

同時に、コミュニケーションの難しさも感じました。そこで

この10年あまりの活動を通じての体験を、事例研究とし

てお話させていただきました。

１ 行政とのコミュニケーション

（１）個人同士の信頼関係づくり

行政職員との、個人と個人の信頼関係をいかに構築

するかがまずは大切だと感じています。環境問題に対し

て真剣に向き合おうという気持ちをお互いに持ち、そして

地域の中でそれぞれの立場で最大限の努力をする･･･

お互いの関係がこのようになれば、きっと良い街になって

いくと思います。事例として、環境基本計画策定時のこ

と、私が代表をしているNPOの事業実施にあたってのこ

となどをお話させていただきました。

行政は、市民に対して「公平」なサービスをしなければ

なりません。また予め決められた予算の中で仕事をする

必要もあります。同時に、行政の持つ「信頼性」はとても

大きなものです。一方で市民は、自分たちが必要だと思

えば、どのような形でも・すぐにでも動くことができます。

それぞれの特徴を十分に活かした活動が実現できるよ

う、お互いにきちんと話し合い、理解しあい、そして同じ

想いを持てるように努力する事が大切ではないかと思い

ます。

（２）協働の仕組みづくり

しかし、個人同士の関係だけでは限界があります。同

時に、協働の仕組みを構築することも非常に重要です。

事例として、「川口市市民活動と行政との協働推進懇談

会」、「自治基本条例策定委員会」などをご紹介しまし

た。前者においては、市民側からみて行政との協働を推

進するために必要なものは何なのか検討を行い、情報

収集・発信や協働推進につながるようセミナーやフォー

ラムの開催などをしています。後者においては、自治体

の一番上に位置づけられる条例「自治基本条例」の中

で、協働の位置づけについて議論してきました。仕組み

づくりには時間がかかりますが、その過程も重要で、条例

策定後もこの議論は色々な形で残っています。

２ 学校とのコミュニケーション

学校とどのように連携をとったらよいのか、特に「出前

授業」について中心にお話させていただきました。学校

との出会いのキッカケづくりや子どもたちに伝えるときの

ポイント（先生との十分な打合せ、学年や習熟度の把

握、子どもをひきつける工夫など）などです。また、学校

の先生は、環境教育に関心はあっても忙しい毎日から情

報収集に苦労されているようです。そのため、市民のほう

から先生方にさまざまな情報を提供したり、先生や学校

同士をつないで情報交換できる場を作っていくことで、さ

らに良い学校とのコミュニケーションに発展していくので

はないかと感じています。

３ 企業・市民とのコミュニケーション

働きかけたい対象の特性を考えた上で、相手に相応

しいアプローチをしていくことで、よいコミュニケーション

につながっていくのではないかと感じています。たとえば

企業に対しては、お互いにWinWinの関係になるようなア

プローチを。また、市民への働きかけについては、「段階

的要請によるアプローチ」（いきなり難しい依頼をするの

ではなく、簡単な依頼から徐々に依頼内容を段階的に

増やしていく方法）などです。

４ 最後に

千葉商科大学の三橋教授が提唱されている「環境樹」

は、各主体がそれぞれの役割を担うことで環境樹は大き

くなり、循環型社会の形成につながっていくという考えを

表現しています。

「環境樹」を見ていると、私たち市民の可能性はとても

大きいと感じます。

たとえば行政に対して私たち市民は、パブリックコメン

トの提出や政策提言などにより、市の施策や政策に影響

を与えることができます。協働による事業実施もできま

す。また私たちが選挙でどのような議員・首長を選ぶか

によって、自治体や国の方向性を変えることもできます。

たとえば現在、「Make The Ruleキャンペーン」として全

国のNPOが力を結集させて「温暖化対策の新しい法律を

作ってほしい」と国に対して働きかけをしていますが、こ

れなどはまさに代表的な例だと思います。

それから、一人一人の消費者やマスコミに働きかける

ことによって、世論や企業に影響を与えることもできま

す。環境教育の実施により、次世代の担い手を育て、１

人１人の「心」に深く環境問題の大切さを伝えていくこと

もできます。

このような働きかけをするときに、各主体との良いコミュ

ニケーションはとても重要になってきます。コミュニケーシ

ョンづくりの秘訣は色々あるかと思いますが、一番大切な

のは、“１人と１人”の良い人間関係づくりだと私自身は

思っています。
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環境学習から環境まちづくりへ

NPO法人エコ・コミュニケーションセンター 代表 森 良

環境学習とは、環境問題を知ることではない。問題を解

決できる人を育てることである。そのためにはアクションリ

サーチという方法が最適である。自分たちの地域の環境

や人のつながりの現状を調べ、それを解決するための方

策を考えることである。

そこで本講座では、

（１）参加者どうしのコミュニケーションをはかる（その方法

を身につける）

（２）環境まちづくりの考え方と事例を知る（レクチャー）

（３）自分たちの地域の環境まちづくりの課題をあげ整理

する（課題整理の方法を身につける）

について学び、その課題に応えようとしている。

ここでは（２）の内容について報告したい。

１ 環境まちづくりとは

環境まちづくりとは、「持続可能な地域づくり」のことで

ある。つまり、地域で取り組まれている生涯学習やボラン

ティア・市民活動・まちづくりの枠に環境をすえ、福祉や

雇用なども含めて経済・社会・環境を統合した政策を市

民参加で推進していくことである。

EUでは、“サステイナブル・シティ”という環境まちづく

りが行われているが、それは経済政策、土地利用計画、

都市計画、環境政策、交通政策を統合したものであり文

化復興なども含めた巾広い政策である。

環境まちづくりの目指すところは、FECの地域自給で

ある。F：Food（食料）、E：Energy（エネルギー）、C：Care

（ケア）を地域あるいは近隣の地域（広域）どうしで自給す

るしくみである。基本的にこの３つがあれば、わたしたち

はその地域に心豊かに棲みつづけることができるからで

ある。

２ コミュニティづくりを基盤として

環境をよくしていくためには、コミュニティを基盤とする

必要がある。環境とは資源を維持・保全していくことであ

り、福祉とは資源を分配することである。とすれば、地域

資源を地域みんなのものとしてみんなで管理・運営して

いくことが大切になってくる。それがコミュニティの役割で

ある。

昔から次のような相互扶助のしくみがあったが、それを

現代の地域社会によみがえらせ機能させることが必要

だ。

入会（いりあい）：共有地（物）を皆で共有・管理する

結（ゆい）：労働交換→お互いにボランティアしあう

講（こう）：小口金融→地域通貨やまちづくり基金など

そのためにも地域の人々の学びあいが大切なのであ

る。

学びと参加をつなげるコーディネイターの役割

NPO法人エコ・コミュニケーションセンター 代表 森 良

環境まちづくりにおいては、上に述べたように行政・企

業・市民という異なる立場の人の間に入って、対等にして

出会わせ、社会のビジョンに沿って（この場合、環境まち

づくり）つないでいく役割が必要となってくる。その役割を

コーディネイターという。

この講座では、環境まちづくりにおけるコーディネイタ

ーの役割について学び、自分の場におけるコーディネイ

ションを企画してもらった。

まず、コーディネイターの役割についての話から報告

する。

１ コミュニティづくりでのコーディネイターの役割

（１）市民、行政、企業をつなぐ

今の社会が、企業や行政には人も金も情報も集まるが

市民には集まらない仕組みになっているのだから、この

市民側のハンディを理解し、市民サイドに立ってコーディ

ネイションすることが求められる。その意味で、コーディネ

イターは、行政や企業から独立しているとともに、例えば

講座やプログラムなどを市民が企画・立案することをコー

ディネイションするなど、市民をエンパワーする（力づけ

る）ノウハウをもつことも必要とされる。

市民・行政・企業の共同の問題解決の場をコミュニティ

レベルでつくっていくことがこれからは大切である。

そのときに、町内会・自治会・商店街などの地縁組織と

ボランティア・NPOなどの市民組織が融合・協力しあうこと

が要になってくる。お互いの短所を補い合い、長所を活

かしあうコーディネイトが求められる。

（２）異なる分野・テーマや地域、プログラムをつなぐ

生涯学習やまちづくりというのは、テーマで区切られる

ものではない。子どもたちや市民が学習し、社会参加し

ていく入口は、どこから入ってもよい。しかしそれは、市民

参加のまちづくりという太い一本の糸に撚り合わされるこ

とによって、本当に社会を変え動かしていくものになって

いくのである。だからこそ、糸を撚り合わせるコーディネイ

ターの役割が必要なのだ。

以上のようなレクチャーの後、参加者各自に自分の場

でのコーディネイションを企画してもらった。その後５～６

人のグループに分かれ、そのグループ内で各自の企画

を発表し、それに対する評価・提案・アドバイスをしあっ

た。

対象は、行政であったり、企業、自治会、NPO、学校と

さまざまであるが、参加者の意欲がにじみ出ていた。
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環境学習プログラムをデザインする

学びの広場 代表 小川達己

はじめに

現在、いたるところで環境学習、環境教育が取り組ま

れています。ここでは、環境学習を仕掛ける側にとって必

要なプログラムの作成方法について全体として記してい

きます。

プログラムのデザインの前に

１） 背景を知る

環境問題への理解及びその背景にある問題のつなが

り、時代的背景など構造的理解を十分に把握しておく事

が必要です。

２） 地域の資源を知る

地域の自然環境、都市環境、歴史・文化環境の状況

を把握しておくだけでなく、環境保全などに携わる人材

や団体など関連ある情報を収集（ストック）しておくことが

重要です。またインターネットなどの情報源も把握してお

く必要があります。

３） ニーズを知る

背景とも関連しますが、対象者など環境問題に関して

どのようなニーズがあるか現状を把握しておく必要があり

ます。

１ 環境学習の組み立てに当たって

環境教育、学習をプログラムする上で、大事なことは企

画者の「想い」、参加者の「想い」であり、ともに考えたい

事は何か再確認し、いかなる方法・展開で進めていくか

です。具体的には一般的な企画作りと同様に６Ｗ２Ｈを

抑えることになります。つまり「なぜ」「いつ」「どこで」「だ

れが」「だれに」「なにを」「どのように」「どのくらいの経費

で」といったことが基本となります。

そのなかでも特に重要な「なぜ、なにを、どのように」に

ついて記します。

２ 「ＷＨＹ・・・行うのか」

環境教育、環境学習を行う上で基本となるのは、なぜ

環境学習を行うかにあります。（これはプログラムの目的

とも関連してきますが、）企画者は、背景にある環境問題

のつながり、社会的背景など構造的理解を十分に把握

し、自身の想いもふまえ、目的ねらいを定めることが大切

です。

環境学習の目的は基本的には教育、学習を通じて「自

然とのつながり」「社会とのつながり」「人とのつながり」に

気づかせ、理解させ、行動させることにあります。（学習

者が自発的に気づいて、理解し、行動できるよう、しくみ

やしかけをつくることが大切です）

３ 学習内容「ＷＨＡＴ・・・行うのか」

学習者に何を気づいてもらいたいかになります。

別の言い方をするならば、「何をとおして何を伝えるの

か」を明確にすることが大事です。テーマといわれるもの

ですが、切り口は身のまわりの生活に関すること（廃棄

物、エネルギー、ライフスタイル）からグローバルな環境

問題（地球温暖化、酸性雨、生物多様性など）まで大量

にあります。

４ 「ＨＯＷ・・・行う」学習方法

学習内容が決まれば、どのように行うかを考える必要

があります。学習者（対象）の年齢や能力を把握し、どの

ような学習方法を用いれば、より多くの学びを引き出すこ

とができるのか考えることが大切です。そのためには多く

の学習方法を熟知しておくことも重要です。

参加型学習

最近では、「参加型学習」という、学習者がより主体と

なり参加する学習方法（双方向の学習形態）がとり入れら

れており、伝達型の方法と上手く組み合わせる事で学習

の一層の効果を狙うものも増えてきています。

伝達型の代表的な方法としては講義が挙げられます。

また、参加型の方法として従来から行われている、実

験・実習、見学、創作（工作）、調査があります。また、近

年は問題解決型の学習方法としてワークショップ形式や

ロールプレイ、ディベートなどの方法も多く実施されてき

ています。

５ 環境学習プログラムの組み立てについて

対象を念頭に置きながら内容×方法をふまえ学習プロ

グラムを構成します。

プログラムは「導入→展開→ふりかえり→わかちあい」

という流れで行われることが多いです。そして、より参加

者の興味をそそるようにストーリーだてを行い、構成に

「起承転結」や「気づき→理解→行動」の視点を盛りこむ

といったことが重要です。
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生物多様性の保全について・生物調査法の実践

埼玉県生態系保護協会 統括主任研究員 高野 徹

１ 種の絶滅

国際自然保護連合(IUCN)が公表した2009年版のレッ

ドデータリストによると、絶滅危惧種は昨年より363種増

え、17,291種となり、新たに６種の絶滅が確認された。絶

滅危惧種の増加は、森林伐採やダム建設による生育・生

息地の破壊、過剰捕獲、人間が持ち込んだ外来種によ

る生態系のかく乱などが原因とみられている。日本でもレ

ッドデータブックが環境省、各都道府県から出版されて

いるが、残念ながら改訂によってリストから外される種よ

り、新たに追加される種の方がはるかに多いのが現状で

ある。

２ 生物多様性の保全

生物多様性（biodiversity）とは、すべての生物の間の

変異性を言うもので、種内の多様性（遺伝子の多様性）、

種間の多様性、生態系の多様性を含むものと定義され

ている。生物多様性の保全の意義としては、①人間生存

の基盤、②世代を超えた安全性、効率性の基盤、③有

用性の源泉、④豊かな文化の根源、などをあげることが

できる。

３ 生物多様性条約

1992年にリオデジャネイロで開かれた環境サミットにお

いて、「気候変動枠組み条約」とともに成立したのが、「生

物多様性条約」である。締約国は「生物多様性国家戦

略」を作成し、生物多様性の保全に努めて行かなくては

ならない。日本では2007年に「第３次生物多様性国家戦

略」が策定され、その中で生物多様性の危機について以

下の４点をあげている。

・開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育地の

減少

・里地里山などの手入れ不足による自然の質の変化

・外来種の持ち込みによる生態系の攪乱

・地球温暖化の危機

2008年５月に「生物多様性を保全し、その恵沢を将来

にわたって享受できる持続可能な社会の実現」を目的と

した生物多様性基本法が成立した。この中で「生物多様

性は人間の生存基盤である」ことが初めて法律上で示さ

れた。また国だけではなく都道府県や市町村においても

「生物多様性地域戦略」を策定し、生物多様性の保全に

努めることも記された。その後、2009年８月に環境省は、

事業者が自主的に生物多様性の保全と持続可能な利用

に取り組むための「生物多様性民間参画ガイドライン」を

策定した。そして2010年10月には名古屋で生物多様性

条約の締約国会議(COP10)が開催される。

４ ビオトープの保全とネットワーク

ビオトープとはドイツ語で、「野生生物の生息空間」を

意味する。ビオトープには従来言われてきた緑の創出と

か緑化といった考え方と異なり、どういう植生では、どうい

う動物が生息するのか、という質的な要素が含まれてい

る。すなわちビオトープの保全・創出は、生物多様性の

保全のための重要な手法であると言うことができる。ま

た、ビオトープはネットワークされることによって、より効果

的に機能を発揮する。多くの野生動物は生活史の中で

複数の異なったビオトープタイプを必要としている。した

がって、それらのビオトープが移動可能な範囲でネットワ

ークされていることが重要である。逆に、ある繁殖個体群

が他の個体群から分離されて孤立すると、近親交配によ

る種の衰退（近交弱勢）を引き起こし、地域的な絶滅の

引き金になる。ビオトープネットワークの基本的な考え方

は、生きものの供給源として位置づけられる自然度の高

い大拠点を核（コア）とし、その周辺にある都市公園など

の中拠点（スポット）や、学校ビオトープ、屋敷林などの

小拠点に至るまでを緑の回廊（コリドー）でつなぎ、残す

ことである。

５ 自然を守るための基礎資料－生きもの調査

ある地域にどんな生きものが住んでいて、どのような状

況に置かれているのかを調べることは、自然環境の保全

を考える上での基礎となる。もっとも基本的な調査は、そ

の調査対象地をくまなく踏査し、その地域に住んでいる

生きものをすべてリストアップすることである（動物相調

査、植物相調査→生きものの台帳づくり）。調査結果から

レッドリストに掲載されている種や、生態系の高次消費

者、環境指標性の高い種が確認されれば、それらが確

認された地域は特に保全上重要であると考えられる。

さまざまな調査の中で、植物群落の構造を調べる植生

調査は、自然を守るための具体的な対策を考える上で

重要な資料を得ることができる調査である。また、セミの

ぬけがら調査やナミテントウの模様を調べるテントウムシ

調査などは小さな子供でも行うことができ、普及啓発的

なイベントとして実施することが可能である。
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